
       

東京社保協第８回常任幹事会 資料集 
 

2022 年 11 月 17 日（木） 東京労働会館 5 階会議室 

01～09  中央社保協第 3回運営委員会報告 

10    足立区生活保護啓発ポスター 

11    国保請願案（八王子社保協） 

12～40  都内自治体国保財政健全化計画計画書 

41～44  都議会への介護請願案と関連資料 

45～53  都民生活要求大運動実行委員会での対都要請項目 

54～57  同 結果報告 

58～71  介護関連資料 

72    地域医療を守る運動全国交流集会チラシ 

73    国保改善運動学習交流集会チラシ 

74～75  憲法改悪を許さない全国署名チラシ 



２０２２年度中央社保協第３回運営委員会 報告書 
２０２２年１１月２日（水）１３時半～ オンライン会議 

【出席確認】参加は〇 
○運営委員 

 白沢<山崎>（障全協）、日野（新婦人）、〇宇野（全商連）、〇西野（全生連） 

 藤原（農民連）、民谷（福祉保育労）、村田（全教）、〇木田（年金者組合） 

 〇五十嵐（医労連）、〇曽根（保団連）、〇梅津（共産党）、中本（国公労連） 

 青池（自治労連）、山之内（医療福祉生協連）、〇久保田（民医連）（ ）建交労 

 

〇沢野（北海道）、〇高橋（宮城）、〇川嶋（埼玉）、〇藤田（千葉）、〇窪田（東京） 

〇根本（神奈川）、〇藤牧(石川)、〇小松（愛知）、寺内（大阪）、〇楠藤（徳島） 

〇日高（鹿児島） 

 

○事務局 

〇林・〇大嶋（事務局）、上所（保団連）、〇山本（民医連）、香月（全労連） 

 
＜報告事項＞                                 
別冊 活動日誌参照（資料集①）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.01 
 
＜トピックス＞ 
別冊 ニュース参照（資料集② 目次参照） 
 団体・各地からのトピックス 

 
＜報告・確認事項＞                                
1. ７５歳以上医療費窓口負担２割化反対のたたかい・・・・・・・・・・・・・・P.02 

① ７５歳以上医療費２倍化に抗議するデモ→当日１２４名参加 
② 日本高齢期運動連絡会による生活と意識調査 
③ 保団連・民医連でのアンケート調査 
④ ４団体打ち合わせ 
 現行の請願項目のまま、請願趣旨を情勢に合わせ、署名を積み上げていく方向。 
 １１月１６日に次回の４団体での打ち合わせ、そこまでに請願趣旨の修正を行う。 
 共同での記者会見なども年内に実施する方向。 
 
・保団連と民医連が 11 月から患者の実態アンケートに取り組んでいるところ。 
・高齢期運動連絡会は「後期高齢期の生活と意識に関する調査報告」をまとめ、近く冊
子になる。後期高齢者の 3 大負担が、①後期高齢者保険料、②介護保険料、③消費税と、
いずれも社会保険料と税という非消費支出となっている。 
・来年の通常国会での闘いに向けて、上記の患者アンケートや意識調査をまとめて、社
保協・保団連・民医連・年金者組合・高齢期運動の 5 団体で協議中。 
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・闘いの方向性は、来年の通常国会での闘いに向けて、①75 歳医療費窓口負担 2 割化中
止署名の継続。②指定公費負担医療制度（※）を使い 2 割負担者の 1 割分を国が支払う
措置を国に求める闘い。③記者会見などでの世論喚起・可視化など、 
 
指定公費負担医療制度とは？ 
※かつて 70 歳～74 歳までの高齢者の医療費の一部負担 2 割への引き上げが凍結された
際に措置された制度。趣旨は患者の一部負担の一部（1 割分）を、国が被保険者に代わ
って支払うというもの。2008 年から支給が始まり、2014 年度に制度廃止された。 
 
・75 歳医療費 2 割化の中止を求める請願署名の「継続」について、10/28 の代表委員会、
11/2 運営委員会で提案し了承を得た。請願項目は変えず、請願趣旨を現状にあわせた記
述に直し、84 万筆弱の到達から、さらに積み上げていく。 
 

2. 介護改悪ストップのたたかい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.20 
 
〇情勢（11/2 午前・中央社保協介護障害者部会の報告から） 
・10/31 介護保険部会、厚労省が初めて論点を示した。７つ目の論点が変わり、保険料。高
所得者の保険料は逆進性の是正。本質的な話は「国庫負担の増額」 
・審議会の議論は慎重・反対論だが、どうなるか予断を許さない状況にあり、11 月の闘いは
極めて重要。改悪法案を作らせない集中した闘いを進める必要がある。 
・次のアクションは 12 月には部会のとりまとめが出る頃。そしてその次は介護改悪法が出
る 3 月から廃案求めるアクションになっていく。 
・介護保険の見直しに合わせて、介護労働者の処遇を全産業平均へ引き上げるために、予算
措置を含めて闘いを強めていく必要がある。信濃毎日の社説、介護人材確保の結びにある。
まさにその闘いが重要。 
・トマホークの議論、軍拡より社会保障拡充、命と暮らしを守る大闘争が必要。 
・後期高齢者医療費 2 割化に準じて、利用料 2 割化が議論される、そうさせない闘いを。 
 
〇法改正が必要なものと、そうでないものについて 
・論点整理の 7 項目のうち、年齢引き下げ・多部屋室料徴収・ケアプラン有料化・軽度者の
保険外し・補足給付の資産要件は「法改定が必要」 
・利用料と保険料は政省令で決められるが、パブコメが出されるのでパブコメを集中する闘
いも重要になる。（なお、原則 2 割化になる場合は法改正が必要になる） 
 
① 全国介護学習交流集会について→参加 284 名、参加者より感想を簡潔に 

・篠崎先生の話が心に刺さった。良く練られた集会でした。運動の大切さを実感できた。
などの感想交流を行った。 
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② 介護・認知症なんでも無料電話相談について 
 ３０県３５ヵ所で実施、NHK が今年も取材に入る予定となった。 
 １１月１日に厚生労働記者クラブ・日比谷クラブ・都庁記者クラブに投げ込み済 
 １１月１２日までに集約表を中央社保協まで、相談内容については１１月１８日ま

でに集約を中央社保協までお願いします。 
 

③ 介護署名提出行動について 
 署名集約・・・１１月１４日（月）までに中央社保協へ提出お願いします 
 署名提出行動：１１月２２日（火）１２時から１３時で国会内集会 
 
 新介護署名の国会提出行動 
 名称：「介護保険制度の改善を求める 11.22 署名提出行動」 
 日時：11 月 22 日（火）12：00~13：00 その後議員要請行動 15 時めど 
 場所：衆議院第 2 会館 第 3 会議室（最大 66 名） 
※ YouTube での配信を行います。 
 具体的な集会スケジュール 
１０：００・・・・設営・スタッフ打ち合わせ 
１１：３０・・・・開場（ZOOM は発言者のみ、視聴は YouTube） 

 １２：００・・・・開会あいさつ（代表委員 窪田 調整 ） 
（司会 新婦人 日野） 

     国会議員挨拶（      ） 
     署名提出 
     実態報告（ 1 人 7 分程度） 

・利用者 新婦人（   ） 
・事業所 民医連（   ） 
・労働者 医労連（寺田） 

 
     行動提起（林事務局長 ） 
１３：００～１５：００ 国会議員要請（各自昼食も） 
 
厚労委員（70 人）中心に回る。2 人ペア 
準備物（封筒、署名用紙、応諾用紙、ひとこと、2 割化アンケート結果、リーフ） 
 
〇厚生労働省介護保険部会委員への「わたしの一言」の集約状況 
11/2 現在、全日本民医連に 442 枚、中央社保協に 345 枚、合計 787 枚 
10/30 の介護集会、厚労省介護保険部会の花俣委員（認知症の人と家族の会副代表）は、
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急遽リモート参加で渡せず。全部会委員に提出していく。 
 

 
各地での介護の取り組み 

・介護署名は 2 万目標、現在数千の単位で集めている、新婦人で旺盛に学習会、公団自
治協にも、横断幕独自で 30 枚つくった（神奈川） 
・1 万筆は集まっている（新婦人） 
・10 月に 1800 事業所に、署名、ひとこと、送っている。ひとこと 800 以上の FAX 送
っているところ。介護署名の期待強い、本部でしっかり準備を（愛知） 
・10/21 に学習会、民医連・社保協・医労連 3 団体で署名行動を実施。11/11 に県要請
行動と宣伝を予定（石川） 
・自治体キャラバンを実施中で、介護学習の要望が出されてる。（千葉） 
・11/11 電話相談はできないが、徳島駅前で宣伝を予定。（徳島） 
・介護署名は 5000 筆集約している。（鹿児島） 
・民医連は会長声明をだす（民医連） 
・年金者組合、介護署名 500 筆程度 

 
3. 国保改善に向けたたたかい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.25 

① 国保改善運動学習交流集会 
 １２月１１日（日）１３：００～１６：３０ 
 日本医療労働会館２F・オンラインにて開催 
 申込みは１２月５日（月）１３時まで（専用フォームより申し込み） 
 ZOOM 情報などは登録されたメールアドレスに自動で送信されます。 

② 待合室を有効化し、登録した方のみ入場できるようにします。 
 

講演は、国保の歴史と基礎を寺内事務局長（大阪社保協）に、国保改善の具体的な実践
を澤田副議長（愛知社保協）に依頼。その後の特別報告は、国保 44 条の一部減免の闘い
を民医連から、国保の減免等について全商連に依頼中。 
 

4. 子ども医療全国ネット国会内集会・新署名の取り組み・・・・・・・・・・・・P.27 
 子ども医療全国ネット国会内集会・・・１５３名参加・１００万筆を目指す。 
 
11 月 9 日に、子ども医療全国ネットの事務局会議に中央社保協も入り、新署名推進の具体
化の対策をとる。 
 

5. 保険証のマイナンバー一体化反対のたたかい・・・・・・・・・・・・・・・・P.31 
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情勢報告 
・岸田政権は、健康保険証を廃止し、任意のマイナンバーカードを強制化する方針を打ち出
した。10 月 13 日、河野太郎デジタル大臣が会見し「健康保険証を 24 年秋に原則廃止し、
マイナンバーカードを事実上義務化」することを発表し国民的な怒りが広がっている。 
 
・保団連は先行し会員アンケートを実施。オンライン資格確認の原則義務化（反対 78.6％）、
保険証の原則廃止（反対 75.5％）と約 8 割が反対し撤回声明をだした。開業医は廃業の危
機を迎えており、撤回求める運動の先頭に立っている。日本弁護士連合会は、申請主義の法
律に反する「マイナ保険証」取得の事実上の強制に反対する会長声明を出している。 
 
・マイナンバー制度反対連絡会（中央社保協加盟）は、紙の大臣あて要請署名を開始し、全
労連のバックアップを受け、10/13 河野大臣の記者会見に対抗し、オンライン署名をスター
トさせた。オンライン署名は現在 11 万 3000 人を超え広がっている。マスコミが大きく取
り上げ、臨時国会の国会論戦に入っている段階である。 
 
・マイナンバー制度そのものに反対する運動とともに、今おきている健康保険証の廃止問題
は、国会審議も図らず、法改正もなく閣議決定という乱暴な手法に怒りが広がっており、こ
れは国民皆保険制度を揺るがす問題でもあることから、大きな闘いが求められている。 
 
・中央社保協は、マイナンバー制度反対連絡会に加入し事務局会議に参加してきた。マイナ
ンバー制度の根本の問題もあるが、保険証のマイナンバー一本化は、任意のマイナンバーカ
ードを事実上の強制するものであり、国民皆保険を崩すものであり、マイナンバー制度は社
会保障の抑制を進めるものであり、しっかりと位置付けて、反対の闘いを強めていく。 
 
・臨時国会での闘いは 11 月 17 日に院内集会、12 月 3 日に緊急デモ、12 月 6 日に省庁交渉
の予定が組まれた。その行動への結集を強めるとともに、現在取り組んでいる「大臣宛署名」
を 12 月 6 日に提出していく。 
 
・年明けに向けた闘いは、通常国会でマイナンバー改正法案が出されることが確実な情勢で
あり「大臣宛署名」を「国会請願署名」に切り替えて、通常国会での改正法案阻止の大きな
闘いに発展させていく方向となる。 
 
① 10.26 臨時拡大事務局会議・・・オンライン署名１１万筆 
② マイナンバーカード取得の強制・健康保険証の廃止 オンライン資格確認システムの導

入の原則義務化反対 緊急・院内集会 
 主催：保団連・マイナンバー制度連絡会・共通番号いらないネット 
 １１月１７日（木）１２：３０～１４：３０ 
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 衆議院第２議員会館 １階多目的会議室 
③ 保険証を廃止して、マイナンバーカードに一本化することに反対する緊急デモ 

１２月３日サウンドデモ 
④ ３省庁交渉「現行署名をここに集約」 

２０２２年１２月６日（火）１４：００～ 
衆議院第２議員会館 地下一階第４会議室 
【要請内容】 
健康保険証廃止阻止・マイナンバーカード強制阻止・オンライン資格確認原則義務化阻止 

 
代表委員との意見交換 

・11 月 8 日にマイナンバー学習会を予定している（北海道） 
・10 月 15 日の社保学校で学習会を行ったが、大変好評だった（東京社保協） 
・この問題では抗議声明を出す予定（年金者組合） 
・マイナンバーが国民生活にどういった影響が及ぶのか、学習が必要（愛知社保協） 
・県段階での意思統一集会が必要だ。（神奈川） 
・マイナンバーカードの保険証一本化は反対の立場で声明、署名に取り組んでいる（民
医連） 
・12 月 7 日・8 日の政府交渉で、この問題を取り上げる。反対の立場で（全生連） 
・4 月に受けてカードリーダー導入の準備している。署名はこれから（徳島社保協） 
・開業医の状況を知り、県民世論をどうつくるのか（埼玉社保協） 
・Q＆A を出して学習ができればいい（鹿児島社保協） 
・マイナンバーは政府への信頼がないことが背景にある（共産党） 
 

6. 地域医療を守る運動全国交流集会について・・・・・・・・・・・・・・・・・P.35 
 参加・視聴のお願い 

 
7. 社会保障誌について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.41 
 505 号（冬号）、506 号（新春号）、507 号（春号）原稿と台割表など 
  

＜協議事項＞                                  
1. 新いのち署名以降の署名について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.43 

① いのちくらし社会保障を立て直せ一斉行動実行委員会での議論 
② 新署名について・・・中央社保協の署名として協議 

 
〇日本医労連・自治労連・民医連・全労連・中央社保協の 5 団体より運動団体の整理が必要
との認識から「いのち・くらし・社会保障立て直せ一斉行動」については、10/24 の会議で
いったん区切りとし、必要に応じて対応していくこととなった。 
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〇いのち署名を引き継ぐ新署名については、情勢をみると「大軍拡と社会保障の大削減の動
き」に対峙する大きな運動が必要との認識から、憲法 9 条と 25 条を一体にした、新しい社
会保障署名を作成していく方向となった。来年の通常国会と、統一地方選挙を意識して、年
明けから取り組めるよう、作成を急ぐ方向。 

 
請願項目（案） 

1. 格差と貧困をなくすため、社会保障の維持・発展が不可欠です。そのために大企業
と富裕層への課税を強化し、所得再分配を機能させる公正な社会を目指すこと。 

2. （医療・介護・福祉・年金・教育・子育て・生活保護など）社会保障予算の国庫負担
を増やし、社会保障に係る国民負担の軽減を目指すため、軍拡ではなく軍縮を目指
すこと。 

 
 
 代表委員会で出された意見 

・請願内容の趣旨は概ね了承、 
・すべての国民が大切にされる 
・軍事費ではなく、 
・コロナ以前からの社会保障費の抑制で、ボロボロになっている社会を転換させる 
・2023 年の 1 年は、同時改定に向けて社会保障運動は大事な 1 年になる 
・保険料や税負担など、具体的な項目をいれた方がいい。 
・税金の使い方がおかしいとう表現、所得再分配という言葉が難しい 表現を 
・格差と貧困、労働問題、教育を入れるのはどうか 
・アイスランド ジェンダーこそ成長 いのちと暮らし問題 

 
③ テンポ・通常国会でのたたかいを見越して 
 １１月代表委員会で大枠を提案・１２月運営委員会で提案（各団体・地域で持ち帰り） 
 １２月代表委員会までに意見集約・代表委員会で協議・確認 
 １月運営委員会で協議・確認 
 ２月代表者会議にてスタート・行動提起のテンポではどうか？ 

 
2. 代表者会議に向けて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・なし 

① 開催日について 2 月 1 日は高齢期の大きな集会があり、２月８日（水）で再提起 
② 内容について（昨年のスケジュールを参考に） 

１０：３０ 開会あいさつ・来賓あいさつ 
１１：００ 基調報告（事務局長） 
１１：３０ 新署名提起・行動提起（代表委員） 
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 １１：４５ 昼休憩 
 １２：４５ 全体討論（１０人×５分） 

１３：３５ 休憩 
１３：４５ グループ討論（ブレイクアウトルーム９０分）運営委員は座長を担当 

 １５：１５ 討論のまとめ（事務局長） 
 １５：３０ 閉会あいさつ 
 

③ 代表者会議での資料 
 加盟団体・各県社保協の連絡先（電話・メール・住所・事務局長など） 
 加盟団体・各県社保協の資料 
 第５０回中央社保学校 第１報（開催日、概要など） 

 
④ 開催に向けてのテンポについて 

１１月運営委員会にてスケジュールの確認 
１１月１６日以降に、加盟団体・各県社保協へ案内通知 
１１月代表委員会にて基調報告の大枠の確認・役割分担 
１２月運営委員会にて基調報告の大枠の確認・役割分担・発言者依頼 
１２月代表者会議にて基調報告・行動提起の確認 
１月運営委員会にて基調報告・行動提起の事前提起（加盟団体・各県社保協で持ち帰り） 
 

3. 学習運動の推進について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.47 
※ 総会方針より 
（５）社保協運動強化の課題 

①学習運動の推進 
 1.全国的な学習運動 オンライン講座の開催を検討します。当面憲法特集号のオンラ
イン講座を計画します。社会保障誌 入門テキスト等の活用で、憲法、社会保障につい
ての学習、宣伝運動を強化します。ホームページを引き続き活用し、団体、各県社保協
の学習会等の情報を発信します。ホームページの活用と情報の収集も呼びかけ、ＳＮＳ
を活用した情報発信の充実についても検討します。 

 
 １月以降の連続学習会の提案について 

総会方針の具体化をしていくために 
その他                                    
●第５回いのちとくらしを守る税研集会 
［開催日］２０２３年１月２８日（土）と２９日（日）［会 場］東京土建本部会館 

※ 昨年に引き続き、中央社保協から住江代表委員に集会実行委員長 
※ 社会保障分科会を担当の要請あり。 
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今後の予定                                  
１１月０２日（水） 介護認知症なんでも電話相談接続テスト 
   介護障害者部会 

運営委員会 
１１月０３日（木） １１・３憲法大行動 
１１月０７日（月） ２５条共同行動実行委員会 
１１月１１日（金） 介護・認知症なんでも無料電話相談 
１１月１４日（月） 巣鴨宣伝 
１１月２１日（月） 国保部会 
１１月２３日（水） 地域医療守る全国運動交流集会 
１１月２３日（水）～２４日（木）日本高齢者大会 
１１月２５日（金） ２５条の日宣伝 
１２月０７日（水） 運営委員会 
１２月１１日（日）国保改善運動交流学習集会 
０２月０8 日（水）全国代表者会議（予定）  
   
◆２０２２年度運営委員会日程（第一水曜日を基本）12 月 7 日 
 その後１月１１日（年末年始のため第二水曜日）、２月 8 日（全国代表者会議検討）、３月１
日、４月５日、５月１０日（大型連休のため第二水曜日）、６月７日、７月５日（全国総会検討） 

 
◆代表委員会日程について  
運営委員会日程（第一水曜日）前の第４週の水曜日、もしくは金曜日に設定。 
１８時からオンライン開催を基本。 
１１月の代表委員会、１１月３０日（水） 
１２月の代表委員会、１２月２３日（金）か、１２月２８日（水）ではどうか 
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八王子市議会議長 吉本 孝良 様                   2023年 1月 

国民健康保険税の負担軽減を求める請願 

［請願理由］ 

新型コロナ禍が ３年以上続き、物価高騰も加わって国民生活はますます厳しい状況となっています。国民健

康 保険は退職者や自営業者・フリーランスなどが主に加入している保険制度であり、日本の皆保険制度の根幹

をなすものです。しかし、全国どこでも国民健康保険税の負担が加入世帯の生活を苦しめています。 

新型コロナ禍で生活困窮者が増える中、国による国民健康保険財政健全化計画の押し付け圧力にも負けず

に、一般会計からの法定外繰り入れで値上げ見送りや、値上げ幅の抑制努力をしている自治体もあります。東京

都が令和 4（2022）年度保険税改定時に出している令和４（2022）年度確定係数に基づく標準保険料率を見ると、

八王子市が令和 5（2023）年度に計画している国民健康保険税の改訂幅がわかります。それによると、医療給付

費分（0.5％ 増）、後期高齢者支援金分（0.2％増）、介護納付金分（0.3％増）となり、金額にして 6,100 円の値上

げとなり、様々な値上げが続く中で国保加入者の生活をますます苦しめることになります。 

自治体が国から策定を義務付けられ赤字解消を目的とした国保財政健全化計画を見ると、立川市は「赤字」

額とされている一般会計からの繰入金 11 億円に対して、計画最終年度の令和 5（2023）年度までで繰入金を 4 

億円程度削減する計画にとどめており、「赤字」をすべて解消するとしていません。日野市も 11 億円の「赤字」額

に対して繰入金削減は 1 億 7 千万円、町田市は 32 億円の「赤字」に対し 8 億 7 千万円の繰入金の削減と、まわ

りの市は市民の国保税負担を軽減するために一般会計からの支出（繰り入れ）を続けています。区部を見ても八

王子市より赤字幅が大きい足立区が「赤字」 47 億円に対して繰入金削減は 9 億 8 千万、太田区が「赤字」 57 億

に対して 13 億の繰入金削減と、厳しい生活状況の中で多くの市区が「赤字」削減幅を抑え、一般会計からの繰

入続けています。しかし、八王子市 は 31 億の「赤字」に対して、41 億もの「赤字」（一般会計からの繰入）削減予

定額になっており、「赤字」完全解消を狙っています。 

国民健康保険制度は憲法 25 条にもとづく社会保障制度です。加入者は年金暮らしの高齢者、自営業者、非 

正規雇用など収入の少ない人が多く、国や自治体が財政支援を行って国保税の負担軽減に努める責任がありま 

す。八王子市はこれに逆行していると言わざるを得ません。 

今年 4 月からは国民の要望が強かった国民健康保険税の子どもの均等割額負担軽減が国によって実現し、 

未就学児までですが 5 割減額が実施されました。しかし、稼働所得のない子どもにまで国保税をかけるのは、健 

康保険組合などとの公平性の観点からも根本的に見直すべきです。 

［請願項目］ 

１ 2023 年 4 月からの国民健康保険税の値上げは行わないでください。 

２  東京都や国に対して、国民健康保険税を協会けんぽ程度に引き下げられるよう、財政支援を呼びかけてください。 

３  国民健康保険に加入している子どもの「均等割」は、子育て世代の家計を圧迫しています。国が未就学児の「均

等割」半額化を実現しましたが、子育て支援の観点からも八王子市独自の更なる負担軽減策を講じてください。 

 

お 名 前 ご 住 所 

  

  

  

  

  

※署名をしていただく際は、「〃」は使わず、省略しないですべて自筆で書いてください。 

【呼びかけ団体】八王子市社会保障推進協議会 〒192-0056 八王子市追分 6-14 フォーラムはちおうじ内 

【取り扱い団体】「 」 
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介護保険制度の改善を求める意見書提出に関する請願（案） 
2022 年  月  日提出 

東京都議会議長 三宅しげき 殿 
 

介護をよくする東京の会 
〒170-0005 東京都豊島区南大塚 2-33-10 

東京労働会館 6 階 東京社会保障推進協議会内 
電話番号 03―5395―3165 

担当 ● ● 
 

【請願項目】 
下記項目が実現するよう、都議会として国に意見書をあげてください。 

1. 介護保険の利用に新たな困難をもたらす利用料の引き上げ、要介護１、２の生活援助などの保

険はずし、ケアプランの有料化、貸与の福祉用具を購入に変更するなどの見直しを行わないこと 

2. 全額公費により、すべての介護従事者の給与を全産業平均水準まで早急に引き上げること。介

護従事者を大幅に増やし、一人夜勤の解消、人員配置基準の引き上げを行うこと 

3. 利用者が安心して介護を受けることができ、介護事業所・従事者が不安なく介護を提供できる

よう、新型コロナウイルス感染症対策を強化すること  

4. 介護保険料、利用料、食費・居住費などの負担軽減、介護報酬の改善など、介護保険制度の抜

本的な見直しを行うこと。介護保険財政における国庫負担の割合を大幅に引き上げること 

 
【請願理由】 

都民のいのちと健康をまもるために日夜を問わずご奮闘いただいていることに敬意を表します。 

介護保険は施行 22 年を経過しました。しかし必要なサービスを利用できない実態が広がってお

り、家族介護を理由とした介護離職も高止まりです。介護事業所では、コロナ禍により人手不足や

利用控え、クラスター発生等によりコロナ対応費への助成も不十分で経営難がいっそう加速し、深

刻な状況にあります。 

とりわけ東京都においては、介護職員確保を抜本的に強化することが急務となっています。全国

知事会も介護人材の確保として、更なる処遇改善やコロナ対策補助費の充実などを国に求めていま

す。そうした中で、政府は、2023 年通常国会に向けて介護保険見直しの検討を進めています。利用

料２割・３割負担の対象者拡大、要介護１、２のサービス削減、ケアプラン作成への自己負担導

入、補助杖などの福祉用具の貸与から購入への変更など、負担増と給付削減の提案が目白押しで

す。利用者と事業者、介護職員にさらなる矛盾、困難を押しつけるものであり、介護保険制度を巡

る問題を深刻化させるのは必至です。 

2022 年 2月から新たに開始された介護従事者の処遇改善も、全産業平均給与との差を埋めるには

程遠い水準であり、ケアマネ、訪問看護師、福祉用具相談員などが対象から外されているなど介護

従事者間に混乱と分断が持ち込まれています。10 月から介護報酬に組み込まれたことにより、新た

な利用料負担となっています。また、政府はテクノロジー機器の導入と引き替えに、職員の配置基

準を大幅に引き下げようとしています。人手不足を解消し、行き届いた介護を実現するためには、

介護報酬を引き上げ、処遇を改善し、介護従事者を大幅に増やして、一人夜勤をなくすこと、人員

配置基準の引き上げこそ必要です。 

コロナ感染対策強化として、検査・ワクチン体制の整備、在宅・施設での陽性者・クラスター対

応への支援、事業所に対する公費による減収補填などが求められます。 

以上の趣旨から、上記事項につき、地方自治法第９９条にもとづく国に対する意見書を提出して

いただけるよう請願いたします。 

41



介護保険制度の抜本的転換を求める意見書提出に関する請願 
２０２１年１２月１３日提出 

東京都議会議長 

 三宅 しげき 殿 

守ろう！介護保険制度・市民の会 

公益社団法人認知症の人と家族の会 東京都支部 

介護をよくする東京の会 

〒170-0005 東京都豊島区南大塚２―３３―１０ 

東京労働会館６階 東京社会保障推進協議会内 

電話番号 03―5395―3165 

担当 伴 香葉 

 

【請願項目】 

下記項目が実現するよう、都議会として国に意見書をあげてください。 

１、安心して介護サービスを提供できるよう新型コロナウイルス感染症対策を強化すること 

２、介護保険料・利用料負担の軽減やサービスの拡充など介護保険制度の抜本的な改善を行うこと 

３、すべての介護従事者の給与を全産業平均水準まで引き上げること、その財源は全額公費負担でまかな

うこと 

４、介護保険財政における国庫負担割合を大幅に引き上げること 

 

【請願の理由】 

コロナ禍のもと、高齢者施設でのクラスターが続発し、介護現場では先が見通せない不安と緊張の日々が

続いています。高齢者の命とくらしを守るために、感染防護具の供給や検査体制の拡充、感染が生じた事業

所へのサポートなど政府による感染対策の強化が求められています。 

政府は少子高齢化が進む中で、高齢分野への財政支出を増やすことなく、「制度の持続可能性」維持の責

任を国民に押し付け、利用者の費用負担を増やしサービス削減を続けてきました。その結果、利用者･家族

の介護・生活困難が拡大、介護離職は年間１０万人のまま高止まりし、介護殺人も後を絶ちません。 

地域での介護を支える介護事業所は、低く据え置かれてきた介護報酬のもとでの経営難にコロナ禍が直

撃し、大幅な減収に直面しています。２０２１年４月に介護報酬を ０.７０％引き上げましたが、「焼け石

に水」であり、感染対策（期間限定の＋０.０５％）としてもまったく不十分です。 

介護従事者の賃金は全産業平均と比べ月９万円も低いまま、何年勤めても賃金が上がらず、やりがいを感

じながらも働き続けられず辞めていく職員は後を絶ちません。政府は見守り機器の導入などを条件に人員

基準を緩和しましたが、機械に介護はできません。このままでは担い手がいなくなり、とりわけ介護求人倍

率が全国１，２位と高い東京では、制度そのものが維持できなくなることが必至と思われます。 

政府は、２０２２年早々から審議される次の介護保険制度見直しにむけ、要介護１、２の生活援助やデイ

サービスを総合事業に移すことや、利用料負担の原則２割化、ケアプランの有料化などを検討課題として、

さらなるサービス削減を進めようとしています。 

新型コロナウイルス感染症の蔓延は、社会を支える介護という仕事の重要性を浮き彫りにし、政府のこれ

までの介護保険の見直しが、地域の介護基盤を大きく切り崩し、介護の担い手の処遇や社会的地位を低く留

め置いてきたことを明らかにしました。これ以上の負担増・サービス削減はぜったいに許されません。 

東京都議会として、施行後２０年以上が経過した介護保険、「介護する人」「介護を受ける人」がともに大

切にされる制度への抜本的転換を図ることを求め、上記項目が実現するよう国に対して意見書を提出して

いただきたく、請願するものです。 
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厚生委員会速記録第一号 

令和四年二月十五日（火曜日） 

 

○おじま委員長 次に、請願三第五一号を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 

○山口高齢社会対策部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させ

ていただきます。 

 五ページをお開き願います。整理番号 3、請願三第五一号、介護保険制度の抜本的転換を求める意見書

の提出に関する請願は、豊島区の守ろう！介護保険制度・市民の会、介護をよくする東京の会及び公益社

団法人認知症の人と家族の会東京都支部の事務局の伴香葉さんから提出されたものでございます。 

 請願の趣旨は、都議会において、次のことを実現するため、国に意見書を提出していただきたいとし

て、第一に、安心して介護サービスを提供できるよう、新型コロナウイルス感染症対策を強化すること。 

 第二に、介護保険料、利用料負担の軽減やサービスの拡充など、介護保険制度の抜本的な改善を行うこ

と。 

 第三に、全ての介護従事者の給与を全産業平均水準まで引き上げるとともに、その財源は全額公費負

担で賄うこと。 

 第四に、介護保険財政における国庫負担割合を大幅に引き上げることというものでございます。 

 現在の状況についてご説明させていただきます。 

 第一についてですが、令和三年度介護報酬改定において、新型コロナウイルス感染症に対応するため

の特例的な評価として、全てのサービスについて、令和三年四月から九月までの間、基本報酬に〇・一％

の上乗せが実施されたほか、通所介護等の報酬について、新型コロナウイルス感染症等の影響により利

用者数が減少した場合に、基本報酬の三％加算等の特例措置が設けられております。 

 都は、介護サービス事業所、施設等において、利用者や職員に感染者や濃厚接触者が発生した場合でも

サービスを継続できるよう、通常の介護サービスの提供では想定されない掛かり増し経費に対する補助

を、地域医療介護総合確保基金を活用して実施しており、国に対しては、地域の感染状況等に応じて柔軟

に補助対象を拡充できる仕組みとするよう提案要求しております。 

 また、高齢者施設等における感染拡大防止の観点から、施設職員等に対する集中的、定期的な検査を実

施するとともに、入所者等に対する検査を実施する施設等に補助しております。 

 おめくりいただきまして、第二についてですが、六十五歳以上の方の介護保険料は、所得に応じて段階

的に設定されており、新型コロナウイルス感染症の影響による場合を含め、収入減少等に対する減免措

置が講じられております。 

 また、利用者負担については、月々の自己負担額が一定額を超えた場合に払い戻される高額介護サー

ビス費や、施設等における食費、居住費等の負担額を軽減する特定入所者介護サービス費の仕組みが設

けられているほか、生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度が実施されており、都は、対象サービス

等を独自に拡大して実施しております。 

 国は、令和六年度介護報酬改定に向け、今後、令和三年度介護報酬改定の効果検証や、介護事業者の経

営状況、介護従事者の処遇状況等の実態調査を行うこととしており、都は国に対し、介護事業者が介護人
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材の確保、定着を図り、安定的な事業運営を行い、良質な介護サービスを提供できる介護報酬とするとと

もに、低所得者に配慮された制度とするよう提案要求しております。 

 第三についてですが、介護職員の給与は、国の介護従事者処遇状況等調査によると、平成二十一年度以

降の処遇改善加算等の取組により、令和元年度までに累計で月額七万五千円の賃金改善が実現しており

ます。 

 これに加え、国は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる介護現場の最

前線で働く方の処遇改善を図る目的で、介護職員の収入を三％程度、月額九千円引き上げるための措置

を、令和四年二月分から実施することとしております。 

 なお、都は国に対し、長期的な視点で介護人材の確保、定着を図ることができる介護報酬とするよう提

案要求しております。 

 第四についてですが、介護保険の給付財源は、介護保険法で費用の負担割合が定められており、利用者

負担を除いて、保険料が五〇％、公費が五〇％で構成され、公費の内訳は、国が二五％、ただし施設等給

付費は二〇％、都道府県が一二・五％、ただし施設等給付費は一七・五％、区市町村が一二・五％となっ

ております。 

 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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対
都

要
請

に
係

る
対

応
に

つ
い

て
（

都
民

生
活

要
求

大
行

動
実
行
委
員
会
）

d
1 d
2

要
請

番
号

d
3d
4

要
　

請
　

事
　

項
d
3d
4

回
　

　
　

　
答

d
5

第
１

－
１

－
（
３

）

子
ど

も
医

療
費

助
成

制
度

に
つ

い
て

対
象

が
高

校
生

ま
で

に
拡

大
さ

れ
ま

し
た

が
、

都
内

自
治

体
間

で
所

得
制

限
や

自
己

負
担

の
有

無
な

ど
要

件
に

バ
ラ

ツ
キ

が
あ

り
、

都
民

に
と

っ
て

不
公

平
感

が
あ

り
ま

す
。

自
己

負
担

の
有

無
は

自
治

体
の

財
政

事
情

が
反

映
さ

れ
て

い
る

の
が

原
因

で
す

。
不

公
平

感
を

解
消

し
、

都
民

が
公

平
な

子
育

て
支

援
を

享
受

で
き

る
よ

う
に

す
る

の
は

東
京

都
の

責
任

と
考

え
ま

す
。

東
京

都
は

、
全

区
市

町
村

で
高

校
生

ま
で

の
医

療
費

が
完

全
無

料
化

と
な

る
よ

う
、

入
院

時
食

事
療

養
標

準
負

担
額

、
通

院
時

の
一

部
負

担
金

、
所

得
制

限
な

ど
に

よ
る

費
用

負
担

を
な

く
す

た
め

都
内

各
自

治
体

が
実

施
し

て
い

る
医

療
費

助
成

事
業

に
対

し
て

必
要

な
補

助
を

し
て

く
だ

さ
い

。
併

せ
て

１
８

歳
ま

で
の

医
療

費
無

料
化

を
国

制
度

と
し

て
早

期
に

実
現

す
る

よ
う

国
に

要
請

し
て

く
だ

さ
い

。

回
　

　
答

（
 福

祉
保

健
局

　
保

健
政

策
部

　
医

療
助

成
課

）
　 　

子
ど

も
の

医
療

費
助

成
事

業
の

実
施

主
体

は
区

市
町

村
で

あ
り

、
そ

れ
ぞ

れ
の

自
治

体
が

条
例

を
定

め
、

医
療

保
険

の
自

己
負

担
額

を
助

成
し

て
い

る
。

　
都

は
、

乳
幼

児
は

病
気

に
か

か
り

や
す

く
、

親
の

年
齢

が
一

般
的

に
若

く
収

入
が

低
い

こ
と

、
ま

た
、

、
小

中
学

校
の

学
齢

期
は

人
間

形
成

の
核

と
な

る
重

要
な

時
期

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

子
育

て
支

援
の

一
環

と
し

て
、

市
町

村
が

実
施

す
る

事
業

に
対

し
、

補
助

を
行

っ
て

い
る

。
　

ま
た

、
高

校
生

の
世

代
は

生
涯

に
わ

た
る

健
康

づ
く
り

の
基

礎
を

培
う

大
切

な
時

期
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
都

は
、

高
校

生
等

医
療

費
助

成
事

業
を

実
施

す
る

こ
と

と
し

、
令

和
５

年
度

の
事

業
開

始
に

向
け

て
、

事
業

の
実

施
主

体
で

あ
る

区
市

町
村

と
調

整
を

進
め

、
必

要
な

支
援

を
行

っ
て

い
る

。
　

こ
れ

ら
の

制
度

は
、

医
療

給
付

の
対

象
と

な
っ

た
医

療
費

の
自

己
負

担
分

を
助

成
す

る
制

度
で

あ
る

た
め

、
入

院
時

食
事

療
養

標
準

負
担

額
は

制
度

の
対

象
と

な
っ

て
い

な
い

。
　

な
お

、
通

院
時

の
一

部
負

担
金

は
、

医
療

保
険

の
相

互
扶

助
の

精
神

や
他

の
医

療
費

助
成

制
度

を
総

合
的

に
勘

案
し

、
義

務
教

育
就

学
児

医
療

費
助

成
制

度
及

び
高

校
生

等
医

療
費

助
成

制
度

に
お

い
て

、
設

定
し

て
い

る
。

　
一

方
、

、
国

に
対

し
、

子
ど

も
の

医
療

費
に

つ
い

て
、

少
子

化
対

策
の

観
点

か
ら

、
医

療
保

険
制

度
に

お
け

る
乳

幼
児

医
療

費
の

患
者

一
部

負
担

金
の

割
合

を
現

行
の

２
割

か
ら

更
に

軽
減

す
る

と
と

も
に

、
対

象
年

齢
を

１
８

歳
に

達
す

る
日

以
後

の
最

初
の

３
月

３
１

日
ま

で
 に

拡
大

す
る

こ
と

、
国

の
責

任
に

お
い

て
子

ど
も

の
医

療
費

に
関

わ
る

助
成

制
度

を
創

設
す

る
こ

と
を

要
望

し
て

い
る

。

第
１

－
２

－
（
２

）

国
が

示
し

た
都

内
9
病

院
に

対
す

る
見

直
し

に
対

し
て

、
各

圏
域

の
調

整
会

議
で

確
認

さ
れ

た
「
現

状
ど

お
り

」
の

結
論

を
都

民
及

び
国

に
対

し
て

明
確

に
示

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

そ
の

こ
と

を
「
東

京
都

保
健

医
療

計
画

」
に

明
記

し
て

く
だ

さ
い

。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
医

療
政

策
部

　
医

療
政

策
課

）
　 　

都
は

令
和

４
年

度
の

地
域

医
療

構
想

調
整

会
議

に
お

い
て

、
再

検
証

対
象

と
さ

れ
た

都
内

9
病

院
も

含
め

た
全

て
の

医
療

機
関

の
具

体
的

対
応

方
針

に
関

し
て

合
意

を
図

っ
て

い
く
。

地
域

医
療

構
想

調
整

会
議

で
の

議
論

は
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
上

で
資

料
や

会
議

録
を

随
時

公
開

す
る

予
定

で
あ

る
。

第
１

－
２

－
（
３

）

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

で
行

政
が

責
任

を
負

う
感

染
症

医
療

の
重

要
性

が
明

ら
か

に
な

り
ま

し
た

。
東

京
都

の
新

型
コ

ロ
ナ

感
染

症
対

応
に

お
い

て
、

都
立

・
公

社
病

院
が

対
応

病
床

を
確

保
し

た
ば

か
り

で
な

く
、

都
の

職
員

が
外

部
へ

感
染

対
策

指
導

・
支

援
に

派
遣

さ
れ

る
な

ど
大

き
な

役
割

を
果

た
し

ま
し

た
。

都
立

・
公

社
病

院
が

移
管

さ
れ

た
「
地

方
独

立
行

政
法

人
東

京
都

立
病

院
機

構
」
に

お
い

て
そ

れ
以

上
の

役
割

を
果

た
す

た
め

に
、

東
京

都
と

し
て

ど
の

よ
う

な
指

導
・
支

援
を

す
る

の
か

、
具

体
的

内
容

を
示

し
て

く
だ

さ
い

。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
都

立
病

院
支

援
部

　
法

人
調

整
課

）

　
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

書
に

関
し

て
、

都
が

法
人

に
指

示
す

る
中

期
目

標
に

お
い

て
は

、
都

や
関

係
機

関
と

連
携

し
な

が
ら

体
制

を
強

化
し

、
患

者
を

率
先

し
て

受
け

入
れ

る
こ

と
や

地
域

の
ク

ラ
ス

タ
ー

が
発

生
し

た
施

設
等

に
対

し
て

、
感

染
拡

大
防

止
等

の
支

援
を

行
う

な
ど

、
具

体
的

な
目

標
を

定
め

、
確

実
な

実
施

を
求

め
て

い
る

。
　

ま
た

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
を

始
め

と
す

る
感

染
症

医
療

な
ど

、
民

間
医

療
機

関
だ

け
で

は
対

応
困

難
な

行
政

的
医

療
の

提
供

に
関

し
て

は
、

採
算

の
確

保
が

困
難

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

地
方

独
立

行
政

法
人

法
に

お
い

て
、

設
立

団
体

で
あ

る
都

が
運

営
費

負
担

金
と

し
て

負
担

す
る

こ
と

が
法

定
さ

れ
て

い
る

。
　

行
政

的
医

療
の

提
供

は
、

独
法

化
後

も
、

都
立

病
院

の
重

要
な

役
割

で
あ

り
、

引
き

続
き

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
へ

の
対

応
に

全
力

を
尽

く
し

て
い

く
。
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対
都

要
請

に
係

る
対

応
に

つ
い

て
（

都
民

生
活

要
求

大
行

動
実
行
委
員
会
）

d
1 d
2

要
請

番
号

d
3d
4

要
　

請
　

事
　

項
d
3d
4

回
　

　
　

　
答

d
5

第
１

－
２

－
（
４

）

今
回

の
感

染
症

対
応

を
み

て
も

、
と

り
わ

け
多

摩
府

中
保

健
所

が
北

多
摩

南
部

保
健

医
療

圏
全

域
を

管
轄

と
す

る
の

は
地

元
自

治
体

が
す

ぐ
に

罹
患

者
把

握
で

き
な

か
っ

た
こ

と
を

見
て

も
、

困
難

な
こ

と
が

明
ら

か
に

な
り

ま
し

た
。

新
興

・
再

興
感

染
症

対
応

の
た

め
に

も
こ

の
保

健
医

療
圏

に
保

健
所

を
設

置
す

る
と

と
も

に
、

多
摩

地
域

へ
保

健
所

を
増

設
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

保
健

所
勤

務
の

医
師

・
保

健
師

な
ど

職
員

を
増

員
し

て
く
だ

さ
い

。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
保

健
政

策
部

　
保

健
政

策
課

）

  
多

摩
地

域
に

あ
る

都
の

保
健

所
は

、
住

民
に

身
近

な
保

健
サ

ー
ビ

ス
は

市
町

村
が

行
い

、
よ

り
専

門
的

な
サ

ー
ビ

ス
は

保
健

所
が

実
施

す
る

と
い

う
地

域
保

健
法

の
考

え
方

に
基

づ
き

、
現

在
、

二
次

保
健

医
療

圏
に

一
か

所
の

体
制

と
な

っ
て

お
り

、
広

域
的

・
専

門
的

・
技

術
的

拠
点

と
し

て
、

地
域

の
感

染
症

対
策

の
重

要
な

役
割

を
担

っ
て

い
る

。
　

都
保

健
所

の
職

員
配

置
に

つ
い

て
は

、
感

染
症

対
策

に
従

事
す

る
保

健
師

の
定

数
を

令
和

３
年

度
に

1
1
名

、
令

和
４

年
度

に
1
0
名

増
員

し
て

い
る

。
　

今
後

、
感

染
拡

大
か

ら
収

束
に

至
る

ま
で

の
保

健
所

の
取

組
に

つ
い

て
検

証
し

た
上

で
、

改
め

て
そ

の
在

り
方

を
検

討
し

て
い

く
こ

と
と

し
て

い
る

。

第
１

－
６

－
（
１

）

訪
問

看
護

・
訪

問
介

護
で

の
患

者
・
利

用
者

・
家

族
か

ら
の

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

に
つ

い
て

、
都

は
対

策
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
の

配
布

、
事

業
者

へ
の

研
修

を
行

っ
て

い
ま

す
が

、
よ

り
実

践
に

寄
与

で
き

る
よ

う
、

実
態

調
査

を
し

て
そ

の
内

容
改

善
を

行
っ

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

都
民

（
患

者
・

利
用

者
や

そ
の

家
族

）
向

け
の

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

防
止

啓
発

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
高

齢
社

会
対

策
部

　
介

護
保

険
課

）

　
訪

問
介

護
等

の
介

護
現

場
に

お
い

て
、

利
用

者
や

そ
の

家
族

か
ら

の
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
が

存
在

す
る

こ
と

が
指

摘
さ

れ
て

お
り

、
介

護
職

員
が

安
心

し
て

働
け

る
環

境
を

整
備

す
る

必
要

が
あ

る
。

　
都

は
令

和
元

年
度

か
ら

、
国

の
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
対

策
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
ま

と
め

た
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
の

作
成

・
配

布
、

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

対
策

に
つ

い
て

の
説

明
会

を
実

施
し

て
お

り
、

国
の

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

改
訂

や
参

加
者

か
ら

の
ア

ン
ケ

ー
ト

等
を

も
と

に
、

適
宜

内
容

の
見

直
し

を
行

っ
て

い
る

。
　

利
用

者
や

家
族

に
対

す
る

啓
発

に
つ

い
て

も
、

令
和

３
年

度
に

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

を
作

成
し

、
区

市
町

村
や

関
係

団
体

を
通

じ
て

配
布

す
る

ほ
か

、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

も
掲

載
し

て
い

る
。

第
１

－
６

－
（
２

）

実
際

に
患

者
・
利

用
者

・
家

族
か

ら
の

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

事
案

が
発

生
し

、
当

該
事

業
所

で
対

応
で

き
な

く
な

っ
た

場
合

、
次

な
る

事
業

所
が

見
つ

か
ら

ず
、

結
局

は
訪

問
を

継
続

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
状

況
が

い
く
つ

も
発

生
し

て
い

ま
す

。
当

事
者

同
士

だ
け

で
な

く
、

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

対
応

窓
口

設
置

な
ど

行
政

が
介

在
し

、
患

者
・
利

用
者

の
療

養
が

円
滑

に
継

続
で

き
る

よ
う

に
し

て
く
だ

さ
い

。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
高

齢
社

会
対

策
部

　
介

護
保

険
課

）

　
都

で
は

令
和

３
年

度
か

ら
、

利
用

者
や

家
族

等
か

ら
の

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

に
つ

い
て

、
介

護
職

員
や

事
業

所
の

管
理

者
が

相
談

で
き

る
窓

口
を

設
置

し
て

お
り

、
専

門
の

相
談

員
や

弁
護

士
が

対
応

し
て

い
る

。

第
１

－
６

－
（
３

）

訪
問

看
護

・
介

護
現

場
で

の
患

者
・
利

用
者

・
家

族
か

ら
の

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

対
策

と
し

て
複

数
訪

問
が

必
要

な
場

合
が

あ
り

ま
す

。
同

性
介

護
者

の
訪

問
や

現
在

の
診

療
報

酬
・
介

護
報

酬
で

は
複

数
訪

問
が

困
難

な
ど

、
事

業
者

の
努

力
だ

け
で

は
カ

バ
ー

し
き

れ
ま

せ
ん

。
都

と
し

て
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
は

放
置

し
な

い
姿

勢
を

示
し

て
、

兵
庫

県
の

助
成

制
度

等
を

参
考

に
す

る
な

ど
、

都
と

し
て

独
自

の
助

成
制

度
を

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
高

齢
社

会
対

策
部

　
介

護
保

険
課

）

　
複

数
の

訪
問

介
護

員
に

よ
り

訪
問

介
護

を
行

う
こ

と
に

つ
い

て
、

利
用

者
ま

た
は

家
族

等
の

同
意

を
得

て
い

る
場

合
、

２
倍

の
介

護
報

酬
を

算
定

で
き

る
仕

組
み

と
な

っ
て

い
る

。
加

え
て

都
は

、
国

の
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
対

策
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
記

載
さ

れ
た

管
理

者
が

同
行

す
る

、
訪

問
介

護
員

の
配

置
を

工
夫

す
る

な
ど

の
対

策
例

に
つ

い
て

周
知

を
行

っ
て

い
る

。

第
１

－
７

－
（
１

）
－

ア

コ
ロ

ナ
禍

の
も

と
で

、
都

民
の

生
計

が
、

と
り

わ
け

低
所

得
層

で
苦

し
く
な

っ
て

い
ま

す
。

こ
れ

ま
で

都
立

病
院

が
担

っ
て

き
た

困
窮

者
へ

の
医

療
提

供
を

維
持

し
て

く
だ

さ
い

。
無

料
低

額
診

療
事

業
を

全
て

の
都

立
病

院
機

構
の

病
院

で
実

施
し

、
生

活
困

窮
者

を
支

え
る

医
療

を
提

供
し

て
下

さ
い

。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
生

活
福

祉
部

　
保

護
課

）

　
無

料
低

額
診

療
事

業
は

、
社

会
福

祉
法

で
定

め
る

第
二

種
社

会
福

祉
事

業
と

し
て

生
計

困
難

者
の

た
め

に
無

料
又

は
低

額
な

料
金

で
診

療
を

行
う

事
業

で
あ

る
。

　
各

医
療

機
関

は
、

都
に

届
出

を
行

い
事

業
を

実
施

し
て

い
る

。
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対
都

要
請

に
係

る
対

応
に

つ
い

て
（

都
民

生
活

要
求

大
行

動
実
行
委
員
会
）

d
1 d
2

要
請

番
号

d
3d
4

要
　

請
　

事
　

項
d
3d
4

回
　

　
　

　
答

d
5

第
１

－
７

－
（
１

）
－

ア

コ
ロ

ナ
禍

の
も

と
で

、
都

民
の

生
計

が
、

と
り

わ
け

低
所

得
層

で
苦

し
く
な

っ
て

い
ま

す
。

こ
れ

ま
で

都
立

病
院

が
担

っ
て

き
た

困
窮

者
へ

の
医

療
提

供
を

維
持

し
て

く
だ

さ
い

。
無

料
低

額
診

療
事

業
を

全
て

の
都

立
病

院
機

構
の

病
院

で
実

施
し

、
生

活
困

窮
者

を
支

え
る

医
療

を
提

供
し

て
下

さ
い

。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
都

立
病

院
支

援
部

　
法

人
調

整
課

）

  
無

料
低

額
診

療
事

業
は

、
社

会
福

祉
法

に
基

づ
く
社

会
福

祉
事

業
と

し
て

位
置

づ
け

ら
れ

て
お

り
、

実
施

に
つ

い
て

は
、

認
可

要
件

、
都

立
病

院
の

役
割

や
経

営
に

与
え

る
影

響
、

地
域

医
療

機
関

と
の

医
療

連
携

の
あ

り
方

や
役

割
分

担
な

ど
、

様
々

な
課

題
が

あ
る

と
認

識
し

て
い

る
。

　
都

立
病

院
で

は
、

外
国

人
の

患
者

に
対

し
て

も
、

日
本

人
の

患
者

と
同

様
に

、
経

済
的

問
題

を
抱

え
た

患
者

に
対

し
て

は
、

医
療

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
や

看
護

師
、

医
事

課
の

職
員

に
よ

る
緊

密
な

連
携

に
よ

り
早

期
に

把
握

し
、

高
額

療
養

費
制

度
や

難
病

医
療

費
、

生
活

保
護

な
ど

の
公

的
助

成
制

度
等

を
案

内
し

、
申

請
に

つ
な

げ
て

い
る

。
　

今
後

と
も

、
こ

れ
ら

の
取

組
に

よ
り

生
活

困
窮

者
な

ど
経

済
的

な
問

題
を

抱
え

た
方

へ
き

め
細

か
く
支

援
し

て
い

く
と

と
も

に
、

都
立

病
院

で
の

良
質

な
医

療
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
努

め
て

い
く
。

第
１

－
７

－
（
１

）
－

イ

コ
ロ

ナ
に

関
連

し
て

困
窮

す
る

患
者

さ
ん

に
対

す
る

無
料

低
額

診
療

に
つ

い
て

は
、

医
療

機
関

に
対

し
て

無
料

低
額

診
療

事
業

実
施

実
績

に
応

じ
た

財
政

支
援

を
実

施
し

て
下

さ
い

。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
生

活
福

祉
部

　
保

護
課

）

　
無

料
低

額
診

療
事

業
は

、
社

会
福

祉
法

で
定

め
る

第
二

種
社

会
福

祉
事

業
と

し
て

生
計

困
難

者
の

た
め

に
無

料
又

は
低

額
な

料
金

で
診

療
を

行
う

事
業

で
あ

る
。

　
事

業
に

対
し

て
補

て
ん

す
る

制
度

で
は

な
い

が
、

経
営

主
体

に
よ

っ
て

は
固

定
資

産
税

や
不

動
産

取
得

税
の

非
課

税
な

ど
税

制
上

の
優

遇
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
も

の
で

あ
る

。

第
１

－
７

－
（
１

）
－

ウ

医
薬

分
業

が
す

す
み

、
ク

リ
ニ

ッ
ク

な
ど

薬
剤

師
を

配
置

し
て

院
内

薬
局

を
設

置
し

て
い

る
医

療
機

関
は

多
く
は

あ
り

ま
せ

ん
。

こ
う

し
た

実
態

に
合

わ
せ

て
、

保
険

調
剤

薬
局

も
無

料
低

額
診

療
事

業
の

対
象

と
な

る
よ

う
国

に
要

望
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

東
京

都
独

自
の

助
成

制
度

を
他

県
で

実
施

し
て

い
る

制
度

を
参

考
に

設
け

て
く
だ

さ
い

。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
生

活
福

祉
部

　
保

護
課

）

　
都

と
し

て
は

、
従

前
か

ら
可

能
な

限
り

必
要

な
医

薬
品

は
院

内
処

方
で

対
応

す
る

よ
う

協
力

を
お

願
い

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

一
部

の
無

料
低

額
診

療
施

設
で

院
内

処
方

に
対

応
出

来
ず

、
薬

剤
費

の
減

免
が

受
け

ら
れ

な
い

こ
と

が
あ

る
と

い
う

こ
と

は
聞

い
て

い
る

。
今

後
も

必
要

な
医

薬
品

は
院

内
処

方
で

対
応

い
た

だ
く
よ

う
引

き
続

き
、

協
力

依
頼

を
行

っ
て

い
く
。

無
料

低
額

診
療

事
業

に
つ

い
て

は
、

国
の

動
向

を
見

守
っ

て
い

く
。

第
１

－
７

－
（
１

）
－

エ

都
の

「
外

国
人

未
払

い
医

療
費

補
て

ん
事

業
（
平

成
1
8
年

度
か

ら
）
」
は

医
療

機
関

の
請

求
事

務
が

煩
雑

で
あ

り
、

利
用

し
づ

ら
い

と
の

意
見

が
あ

り
ま

す
。

そ
の

た
め

に
、

オ
ー

バ
ー

ス
テ

イ
な

ど
の

公
的

医
療

保
険

が
適

用
さ

れ
な

い
外

国
人

へ
の

医
療

提
供

を
消

極
的

に
さ

せ
て

い
る

の
で

は
な

い
で

し
ょ

う
か

。
同

制
度

の
適

用
実

態
を

明
ら

か
に

し
て

、
医

療
を

必
要

と
す

る
外

国
人

の
受

療
権

を
保

障
す

る
制

度
に

し
て

く
だ

さ
い

。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
医

療
政

策
部

　
医

療
政

策
課

）

　
「
外

国
人

未
払

医
療

費
補

て
ん

事
業

」
に

つ
い

て
は

、
オ

ー
バ

ー
ス

テ
イ

や
不

法
入

国
等

、
公

的
医

療
保

険
が

適
用

さ
れ

な
い

者
に

つ
い

て
、

外
国

人
未

払
医

療
費

に
係

る
医

療
機

関
の

負
担

の
軽

減
を

図
り

、
外

国
人

の
不

慮
の

傷
病

に
対

す
る

緊
急

的
な

医
療

を
確

保
す

る
た

め
、

医
療

機
関

が
外

国
人

を
診

察
し

、
そ

の
医

療
費

に
つ

い
て

努
力

し
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
回

収
で

き
な

い
未

払
い

医
療

費
に

つ
い

て
医

療
機

関
に

そ
の

一
部

を
補

て
ん

し
て

い
る

。
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対
都

要
請

に
係

る
対

応
に

つ
い

て
（

都
民

生
活

要
求

大
行

動
実
行
委
員
会
）

d
1 d
2

要
請

番
号

d
3d
4

要
　

請
　

事
　

項
d
3d
4

回
　

　
　

　
答

d
5

第
１

－
８

－
（
１

）

運
営

が
東

京
都

か
ら

移
行

さ
れ

た
都

立
病

院
機

構
が

責
任

を
も

っ
て

、
「
在

留
資

格
を

持
た

な
い

外
国

人
（
仮

放
免

者
含

む
）
、

在
留

資
格

が
あ

っ
て

も
無

保
険

者
・
生

活
困

窮
者

等
」
に

対
す

る
医

療
を

提
供

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

そ
の

様
な

無
保

険
者

や
生

活
困

窮
者

が
受

療
し

や
す

く
な

る
た

め
に

も
都

立
病

院
機

構
の

病
院

（
従

前
の

都
立

・
公

社
病

院
）
で

無
料

低
額

診
療

事
業

を
実

施
し

て
く
だ

さ
い

。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
都

立
病

院
支

援
部

　
法

人
調

整
課

）
  

無
料

低
額

診
療

事
業

は
、

社
会

福
祉

法
に

基
づ

く
社

会
福

祉
事

業
と

し
て

位
置

づ
け

ら
れ

て
お

り
、

実
施

に
つ

い
て

は
、

認
可

要
件

、
都

立
病

院
の

役
割

や
経

営
に

与
え

る
影

響
、

地
域

医
療

機
関

と
の

医
療

連
携

の
あ

り
方

や
役

割
分

担
な

ど
、

様
々

な
課

題
が

あ
る

と
認

識
し

て
い

る
。

　
都

立
病

院
で

は
、

外
国

人
の

患
者

に
対

し
て

も
、

日
本

人
の

患
者

と
同

様
に

、
経

済
的

問
題

を
抱

え
た

患
者

に
対

し
て

は
、

医
療

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
や

看
護

師
、

医
事

課
の

職
員

に
よ

る
緊

密
な

連
携

に
よ

り
早

期
に

把
握

し
、

高
額

療
養

費
制

度
や

難
病

医
療

費
、

生
活

保
護

な
ど

の
公

的
助

成
制

度
等

を
案

内
し

、
申

請
に

つ
な

げ
て

い
る

。
　

今
後

と
も

、
こ

れ
ら

の
取

組
に

よ
り

生
活

困
窮

者
な

ど
経

済
的

な
問

題
を

抱
え

た
方

へ
き

め
細

か
く
支

援
し

て
い

く
と

と
も

に
、

都
立

病
院

で
の

良
質

な
医

療
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
努

め
て

い
く
。

第
１

－
８

－
（
３

）

無
料

低
額

診
療

を
利

用
し

た
「
在

留
資

格
を

持
た

な
い

外
国

人
（
仮

放
免

者
含

む
）
、

在
留

資
格

が
あ

っ
て

も
無

保
険

者
・
生

活
困

窮
者

等
」
が

保
険

調
剤

で
処

方
を

受
け

た
場

合
に

は
、

東
京

都
独

自
の

助
成

制
度

を
他

県
で

実
施

し
て

い
る

制
度

を
参

考
に

設
け

て
く
だ

さ
い

。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
生

活
福

祉
部

　
保

護
課

）

　
無

料
低

額
診

療
事

業
は

、
社

会
福

祉
法

で
定

め
る

第
二

種
社

会
福

祉
事

業
と

し
て

生
計

困
難

者
の

た
め

に
無

料
又

は
低

額
な

料
金

で
診

療
を

行
う

事
業

で
あ

る
。

　
事

業
に

対
し

て
補

て
ん

す
る

制
度

で
は

な
い

が
、

経
営

主
体

に
よ

っ
て

は
固

定
資

産
税

や
不

動
産

取
得

税
の

非
課

税
な

ど
税

制
上

の
優

遇
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
も

の
で

あ
る

。
　

行
旅

法
が

対
象

と
し

て
い

る
行

旅
病

人
や

外
国

人
未

払
医

療
費

補
て

ん
事

業
が

対
象

者
に

よ
っ

て
は

考
え

ら
れ

る
が

、
在

留
資

格
を

持
た

な
い

外
国

人
等

へ
の

医
療

費
支

援
に

つ
い

て
は

、
全

国
的

な
課

題
し

て
議

論
さ

れ
る

べ
き

も
の

と
考

え
て

い
る

。

第
１

－
８

－
（
４

）
－

ア

医
療

機
関

に
対

し
、

外
国

人
に

医
療

を
提

供
し

た
場

合
で

保
険

（
公

的
・
私

的
）
未

加
入

者
に

未
収

金
が

生
じ

た
場

合
に

利
用

で
き

る
制

度
を

周
知

し
て

く
だ

さ
い

。
(「

行
旅

病
人

、
行

旅
死

亡
人

の
費

用
弁

償
規

則
」
、

「
外

国
人

未
払

い
医

療
費

補
て

ん
事

務
」
、

都
や

市
区

町
村

の
「
外

国
人

行
旅

病
人

救
護

」
の

規
定

等
）
。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
医

療
政

策
部

　
医

療
政

策
課

）

　
「
外

国
人

未
払

医
療

費
補

て
ん

事
業

」
に

つ
い

て
は

、
オ

ー
バ

ー
ス

テ
イ

や
不

法
入

国
等

、
公

的
医

療
保

険
が

適
用

さ
れ

な
い

者
に

つ
い

て
、

外
国

人
未

払
医

療
費

に
係

る
医

療
機

関
の

負
担

の
軽

減
を

図
り

、
外

国
人

の
不

慮
の

傷
病

に
対

す
る

緊
急

的
な

医
療

を
確

保
す

る
た

め
、

医
療

機
関

が
外

国
人

を
診

察
し

、
そ

の
医

療
費

に
つ

い
て

努
力

し
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
回

収
で

き
な

い
未

払
い

医
療

費
に

つ
い

て
医

療
機

関
に

そ
の

一
部

を
補

て
ん

し
て

い
る

。
　

本
事

業
に

つ
い

て
は

、
毎

年
、

都
内

の
医

療
機

関
に

対
し

、
事

業
内

容
・
補

て
ん

金
申

請
の

手
続

等
の

周
知

を
行

っ
て

い
る

。

第
１

－
８

－
（
４

）
ー

ア

医
療

機
関

に
対

し
、

外
国

人
に

医
療

を
提

供
し

た
場

合
で

保
険

（
公

的
・
私

的
）
未

加
入

者
に

未
収

金
が

生
じ

た
場

合
に

利
用

で
き

る
制

度
を

周
知

し
て

く
だ

さ
い

。
(「

行
旅

病
人

、
行

旅
死

亡
人

の
費

用
弁

償
規

則
」
、

「
外

国
人

未
払

い
医

療
費

補
て

ん
事

務
」
、

都
や

市
区

町
村

の
「
外

国
人

行
旅

病
人

救
護

」
の

規
定

等
）
。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
生

活
福

祉
部

　
保

護
課

）

　
「
行

旅
病

人
及

び
行

旅
死

亡
人

取
扱

法
」
は

区
市

町
村

の
取

扱
い

事
務

と
な

る
。

区
市

町
村

の
周

知
状

況
は

把
握

し
て

い
な

い
。
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対
都

要
請

に
係

る
対

応
に

つ
い

て
（

都
民

生
活

要
求

大
行

動
実
行
委
員
会
）

d
1 d
2

要
請

番
号

d
3d
4

要
　

請
　

事
　

項
d
3d
4

回
　

　
　

　
答

d
5

第
１

－
８

－
（
４

）
－

イ

都
立

病
院

機
構

の
病

院
が

、
外

国
人

の
保

険
未

加
入

者
に

対
す

る
医

療
、

ま
た

保
険

加
入

で
も

生
活

困
窮

に
あ

る
外

国
人

に
対

す
る

医
療

を
行

政
医

療
と

し
て

実
施

し
て

く
だ

さ
い

。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
都

立
病

院
支

援
部

　
法

人
調

整
課

）
  

無
料

低
額

診
療

事
業

は
、

社
会

福
祉

法
に

基
づ

く
社

会
福

祉
事

業
と

し
て

位
置

づ
け

ら
れ

て
お

り
、

実
施

に
つ

い
て

は
、

認
可

要
件

、
都

立
病

院
の

役
割

や
経

営
に

与
え

る
影

響
、

地
域

医
療

機
関

と
の

医
療

連
携

の
あ

り
方

や
役

割
分

担
な

ど
、

様
々

な
課

題
が

あ
る

と
認

識
し

て
い

る
。

　
都

立
病

院
で

は
、

外
国

人
の

患
者

に
対

し
て

も
、

日
本

人
の

患
者

と
同

様
に

、
経

済
的

問
題

を
抱

え
た

患
者

に
対

し
て

は
、

医
療

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
や

看
護

師
、

医
事

課
の

職
員

に
よ

る
緊

密
な

連
携

に
よ

り
早

期
に

把
握

し
、

高
額

療
養

費
制

度
や

難
病

医
療

費
、

生
活

保
護

な
ど

の
公

的
助

成
制

度
等

を
案

内
し

、
申

請
に

つ
な

げ
て

い
る

。
　

今
後

と
も

、
こ

れ
ら

の
取

組
に

よ
り

生
活

困
窮

者
な

ど
経

済
的

な
問

題
を

抱
え

た
方

へ
き

め
細

か
く
支

援
し

て
い

く
と

と
も

に
、

都
立

病
院

で
の

良
質

な
医

療
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
努

め
て

い
く
。

第
１

－
８

－
（
４

）
－

ウ

コ
ロ

ナ
禍

の
中

で
外

国
人

へ
の

医
療

の
提

供
体

制
、

無
保

険
者

へ
の

医
療

費
の

対
応

に
対

す
る

制
度

上
の

整
備

を
早

急
に

行
い

、
医

療
機

関
に

周
知

し
て

く
だ

さ
い

。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
医

療
政

策
部

　
医

療
政

策
課

）

　
都

で
は

、
外

国
人

患
者

が
言

葉
や

文
化

の
隔

て
な

く
、

症
状

に
応

じ
て

安
心

し
て

医
療

機
関

を
受

診
で

き
る

よ
う

、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

多
言

語
化

等
、

院
内

体
制

の
整

備
を

行
う

医
療

機
関

を
支

援
す

る
等

、
取

組
を

進
め

て
い

る
。

第
１

－
８

－
（
４

）
－

ウ

コ
ロ

ナ
禍

の
中

で
外

国
人

へ
の

医
療

の
提

供
体

制
、

無
保

険
者

へ
の

医
療

費
の

対
応

に
対

す
る

制
度

上
の

整
備

を
早

急
に

行
い

、
医

療
機

関
に

周
知

し
て

く
だ

さ
い

。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

 保
健

政
策

部
 国

民
健

康
保

険
課

）

区
市

町
村

に
お

い
て

、
被

用
者

保
険

を
脱

退
し

た
方

な
ど

に
対

し
、

速
や

か
に

国
民

健
康

保
険

に
加

入
す

る
よ

う
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
や

広
報

紙
等

を
活

用
し

て
情

報
提

供
や

勧
奨

に
努

め
て

い
る

。

第
１

－
１

２
－

（
３

）
－

ア

全
て

の
医

療
機

関
に

対
し

て
、

ク
ラ

ス
タ

ー
発

生
時

に
限

ら
ず

、
一

人
の

陽
性

者
で

あ
っ

て
も

、
集

団
感

染
を

防
ぐ

た
め

に
行

う
対

策
に

よ
る

空
床

や
、

新
入

院
・
転

院
・
疑

い
の

場
合

の
経

過
観

察
に

よ
る

空
床

も
空

床
確

保
料

の
対

象
と

す
る

こ
と

。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
感

染
症

対
策

部
　

事
業

推
進

課
）

　
都

は
、

こ
れ

ま
で

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
患

者
を

受
け

入
れ

る
医

療
機

関
に

対
し

て
病

床
確

保
料

や
設

備
整

備
費

な
ど

、
複

数
回

に
わ

た
り

補
正

予
算

を
措

置
し

、
医

療
機

関
に

対
す

る
支

援
を

実
施

し
て

き
た

。
　

引
き

続
き

、
医

療
機

関
に

対
す

る
様

々
な

支
援

策
を

講
じ

て
い

く
と

と
も

に
、

地
域

の
医

療
提

供
体

制
が

維
持

・
確

保
さ

れ
る

よ
う

、
医

療
機

関
の

実
情

を
踏

ま
え

た
支

援
策

の
充

実
に

つ
い

て
、

国
に

要
望

し
て

い
く
。
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対
都

要
請

に
係

る
対

応
に

つ
い

て
（

都
民

生
活

要
求

大
行

動
実
行
委
員
会
）

d
1 d
2

要
請

番
号

d
3d
4

要
　

請
　

事
　

項
d
3d
4

回
　

　
　

　
答

d
5

第
１

－
１

２
－

（
３

）
－

イ

全
て

の
介

護
事

業
所

に
対

し
ク

ラ
ス

タ
ー

・
陽

性
者

・
濃

厚
接

触
者

の
発

生
に

伴
う

休
業

や
利

用
者

減
少

な
ど

に
対

す
る

減
収

、
感

染
対

策
に

か
か

る
費

用
を

補
助

す
る

こ
と

。
一

旦
、

陽
性

者
が

発
生

す
る

と
、

感
染

拡
大

を
防

ぐ
た

め
、

長
期

間
、

新
規

の
利

用
者

の
受

入
中

止
や

休
業

を
余

儀
な

く
さ

れ
ま

す
。

ま
た

、
入

所
施

設
で

は
、

職
員

の
感

染
者

や
濃

厚
接

触
者

の
発

生
で

体
制

が
ひ

っ
迫

し
、

入
所

者
の

ケ
ア

を
維

持
す

る
た

め
に

他
の

事
業

所
を

や
む

を
得

ず
休

業
し

て
人

員
体

制
を

確
保

す
る

こ
と

も
あ

り
、

法
人

全
体

の
経

営
に

影
響

を
及

ぼ
し

て
い

ま
す

。
法

人
に

よ
っ

て
は

ひ
と

月
で

数
百

万
か

ら
数

千
万

円
規

模
の

大
き

な
減

収
と

な
っ

て
い

ま
す

。
ま

た
、

収
束

後
も

風
評

被
害

な
ど

で
利

用
者

数
が

な
か

な
か

戻
ら

な
い

状
況

が
続

い
て

い
ま

す
。

介
護

事
業

所
に

対
し

て
は

、
感

染
予

防
の

た
め

の
か

か
り

増
し

経
費

や
、

陽
性

者
を

施
設

内
で

介
護

し
続

け
た

と
き

の
補

助
は

あ
り

ま
す

が
、

上
記

の
や

む
を

得
な

い
事

情
に

よ
る

減
収

を
補

て
ん

す
る

仕
組

み
が

無
く
、

経
営

に
深

刻
な

影
響

が
出

て
い

ま
す

。
新

た
な

減
収

補
填

の
制

度
の

創
設

を
求

め
ま

す
。

回
　

答
（
福

祉
保

健
局

　
高

齢
社

会
対

策
部

　
介

護
保

険
課

）

　
令

和
3
年

度
の

介
護

報
酬

改
定

に
お

い
て

は
、

感
染

症
等

を
理

由
と

す
る

利
用

者
数

の
減

少
が

一
定

以
上

生
じ

て
い

る
場

合
は

、
基

本
報

酬
へ

の
３

％
加

算
の

算
定

を
行

う
ほ

か
、

事
業

所
規

模
別

の
報

酬
区

分
に

お
い

て
、

よ
り

小
さ

い
事

業
所

規
模

別
の

報
酬

区
分

を
適

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

し
て

い
る

。
　

ま
た

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
に

お
い

て
、

利
用

者
や

職
員

に
感

染
者

や
濃

厚
接

触
者

が
発

生
し

た
場

合
で

も
サ

ー
ビ

ス
を

継
続

で
き

る
よ

う
、

衛
生

用
品

の
購

入
や

、
消

毒
・
清

掃
、

人
材

確
保

の
た

め
の

割
増

手
当

の
支

給
な

ど
、

通
常

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

時
で

は
想

定
さ

れ
な

い
、

か
か

り
増

し
費

用
に

対
す

る
補

助
を

実
施

し
て

い
る

。

第
２

－
１

－
（
1
1
）

介
護

施
設

基
準

は
、

最
低

基
準

を
国

が
決

め
て

い
ま

す
が

、
政

府
交

渉
の

な
か

で
各

都
道

府
県

が
上

乗
せ

し
た

施
設

基
準

を
決

め
る

こ
と

が
で

き
る

と
し

て
い

ま
す

。
基

準
を

あ
げ

た
配

置
を

す
る

こ
と

で
、

夜
勤

の
負

担
も

軽
減

さ
れ

ま
す

。
東

京
都

と
し

て
す

べ
て

の
介

護
施

設
の

人
員

配
置

を
利

用
者

３
人

に
対

し
介

護
職

員
１

人
か

ら
、

利
用

者
２

人
に

対
し

１
人

に
し

て
く
だ

さ
い

。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

 高
齢

社
会

対
策

部
 施

設
支

援
課

）
　 　

介
護

施
設

に
お

け
る

人
員

等
の

基
準

は
、

厚
生

労
働

省
令

に
基

づ
き

条
例

で
定

め
て

い
る

が
、

そ
う

し
た

人
員

基
準

を
遵

守
す

る
た

め
の

費
用

は
、

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

介
護

報
酬

で
賄

う
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

都
は

、
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

に
対

し
て

経
営

支
援

事
業

を
実

施
し

て
お

り
、

入
所

者
2
人

に
対

し
て

介
護

・
看

護
職

員
を

1
人

以
上

配
置

し
て

い
る

施
設

に
対

し
て

加
算

を
行

っ
て

い
る

。

第
２

－
１

－
（
1
2
）

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
、

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
サ

ー
ビ

ス
、

看
護

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
サ

ー
ビ

ス
な

ど
で

は
、

夜
間

の
勤

務
者

が
１

名
と

な
る

「
１

人
夜

勤
」
が

容
認

さ
れ

て
い

ま
す

。
１

人
夜

勤
で

は
、

休
憩

時
間

で
あ

っ
て

も
利

用
者

の
状

況
に

よ
っ

て
す

ぐ
に

対
応

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
「
手

待
ち

時
間

」
と

な
っ

て
お

り
、

労
働

基
準

法
違

反
（
休

憩
の

不
付

与
）
が

横
行

し
て

い
ま

す
。

国
は

、
夜

勤
職

員
配

置
加

算
で

対
応

し
て

い
る

と
し

て
い

ま
す

が
、

人
員

を
増

や
せ

る
水

準
に

あ
り

ま
せ

ん
。

都
と

し
て

都
内

介
護

施
設

に
お

け
る

夜
勤

実
態

に
つ

い
て

調
査

を
行

い
、

１
人

夜
勤

の
実

態
が

あ
る

こ
と

を
把

握
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

都
と

し
て

１
人

夜
勤

状
態

に
な

ら
な

い
よ

う
、

都
と

し
て

支
援

し
て

く
だ

さ
い

。
さ

ら
に

１
人

夜
勤

の
解

消
を

す
る

た
め

に
夜

勤
体

制
の

最
低

基
準

は
複

数
体

制
と

す
る

こ
と

を
国

に
求

め
て

く
だ

さ
い

。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
高

齢
社

会
対

策
部

　
介

護
保

険
課

）

　
認

知
症

対
応

型
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

等
に

お
け

る
人

員
等

の
基

準
は

、
厚

生
労

働
省

令
に

基
づ

き
各

区
市

町
村

が
条

例
で

定
め

て
お

り
、

夜
間

及
び

深
夜

に
つ

い
て

は
、

ユ
ニ

ッ
ト

の
数

等
に

応
じ

て
一

定
数

以
上

の
介

護
従

事
者

を
配

置
す

る
こ

と
に

な
っ

て
い

る
と

承
知

し
て

い
る

。
　

そ
う

し
た

人
員

基
準

を
遵

守
す

る
た

め
の

費
用

は
、

介
護

報
酬

で
賄

う
こ

と
と

さ
れ

て
お

り
、

基
準

を
上

回
る

場
合

に
は

、
夜

間
支

援
体

制
加

算
に

よ
り

評
価

す
る

仕
組

み
と

な
っ

て
い

る
。
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対
都

要
請

に
係

る
対

応
に

つ
い

て
（

都
民

生
活

要
求

大
行

動
実
行
委
員
会
）

d
1 d
2

要
請

番
号

d
3d
4

要
　

請
　

事
　

項
d
3d
4

回
　

　
　

　
答

d
5

第
２

－
３

－
（
１

）
－

ア

都
は

介
護

職
員

就
業

促
進

事
業

に
お

い
て

、
転

居
費

用
や

就
職

準
備

金
な

ど
就

労
し

た
本

人
に

対
す

る
費

用
補

助
を

設
け

る
な

ど
拡

充
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
都

内
自

治
体

が
そ

う
し

た
制

度
を

創
設

、
拡

充
し

た
場

合
に

都
の

支
援

制
度

を
創

設
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

介
護

職
員

宿
舎

借
り

上
げ

支
援

事
業

に
お

い
て

、
上

限
戸

数
を

さ
ら

に
増

や
し

て
く
だ

さ
い

。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
高

齢
社

会
対

策
部

　
介

護
保

険
課

）

　
介

護
職

員
就

業
促

進
事

業
で

は
、

介
護

の
未

経
験

者
が

給
与

を
得

な
が

ら
、

無
料

で
資

格
を

取
得

し
、

介
護

の
職

場
で

継
続

的
に

働
け

る
よ

う
、

就
業

者
に

対
す

る
賃

金
、

研
修

受
講

費
用

、
指

導
員

経
費

な
ど

の
支

援
を

行
っ

て
い

ま
す

。
ま

た
、

都
で

は
、

自
ら

研
修

を
受

講
し

、
介

護
職

場
に

就
職

す
る

者
に

対
し

て
、

就
職

支
援

金
を

貸
与

す
る

事
業

を
実

施
し

て
い

ま
す

。
　

さ
ら

に
、

介
護

職
員

宿
舎

借
り

上
げ

支
援

事
業

で
は

、
令

和
２

年
度

に
補

助
戸

数
を

４
戸

か
ら

２
０

戸
に

拡
大

す
る

と
共

に
、

今
年

度
か

ら
補

助
対

象
を

拡
充

し
て

実
施

し
て

い
ま

す
。

第
２

－
３

－
（
１

）
－

イ

国
は

今
年

の
2
月

か
ら

介
護

職
員

の
賃

金
を

月
額

9
千

円
引

き
上

げ
る

と
し

ま
し

た
が

、
現

場
で

は
9
千

円
も

上
が

っ
て

い
な

い
と

い
う

声
が

圧
倒

的
で

す
。

病
院

な
ど

で
働

く
介

護
職

は
、

全
く
引

き
上

げ
が

な
い

介
護

職
も

い
ま

す
。

国
に

対
し

て
全

て
の

全
介

護
職

の
賃

金
が

月
額

9
千

円
以

上
引

き
上

が
る

よ
う

、
東

京
都

と
し

て
求

め
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
国

は
1
0
月

か
ら

の
賃

上
げ

は
加

算
で

対
応

す
る

と
し

て
い

ま
す

。
都

と
し

て
加

算
対

応
で

介
護

職
員

の
賃

金
が

9
千

円
引

き
上

が
っ

て
い

る
か

、
ま

た
介

護
施

設
で

利
用

料
増

に
よ

る
利

用
者

減
等

の
問

題
が

起
き

て
い

な
い

か
実

態
調

査
を

し
て

く
だ

さ
い

。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
高

齢
社

会
対

策
部

　
介

護
保

険
課

）

　
都

で
は

、
国

の
新

た
な

経
済

対
策

に
基

づ
き

、
介

護
職

員
処

遇
改

善
支

援
事

業
を

実
施

し
て

い
る

。
本

事
業

に
お

い
て

は
、

事
業

者
の

判
断

に
よ

り
、

介
護

職
員

だ
け

で
な

く
そ

の
他

職
員

の
処

遇
改

善
に

充
て

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
柔

軟
な

運
用

を
認

め
て

い
る

。
ま

た
、

事
業

者
に

対
し

て
職

員
か

ら
介

護
職

員
処

遇
改

善
支

援
補

助
金

に
係

る
賃

金
改

善
に

つ
い

て
照

会
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

書
面

に
よ

り
分

か
り

や
す

く
回

答
す

る
こ

と
を

求
め

て
い

る
。

　
都

に
お

い
て

は
、

介
護

従
事

者
の

処
遇

改
善

を
実

現
す

る
た

め
に

は
、

事
業

者
の

自
主

的
な

努
力

を
前

提
と

し
た

上
で

、
安

定
的

・
継

続
的

な
事

業
収

入
が

見
込

ま
れ

る
介

護
報

酬
に

お
い

て
対

応
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

と
考

え
て

い
る

。
　

こ
の

た
め

、
都

は
、

国
へ

の
提

案
要

求
の

中
で

、
良

質
な

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
と

安
定

的
な

事
業

運
営

が
成

り
立

つ
介

護
報

酬
と

す
る

こ
と

、
介

護
職

員
処

遇
改

善
加

算
に

つ
い

て
、

介
護

報
酬

の
基

本
部

分
に

組
み

込
む

な
ど

恒
久

的
な

も
の

と
す

る
こ

と
な

ど
を

求
め

て
い

る
。

　
な

お
、

国
に

お
い

て
、

令
和

４
年

1
2
月

に
介

護
職

員
処

遇
改

善
支

援
補

助
金

及
び

介
護

職
員

等
ベ

ー
ス

ア
ッ

プ
等

支
援

加
算

等
に

よ
る

影
響

を
調

査
（
令

和
４

年
度

介
護

従
事

者
処

遇
状

況
等

調
査

）
す

る
予

定
で

あ
る

。

第
２

－
３

－
（
１

）
－

ウ

介
護

職
員

処
遇

改
善

交
付

金
を

復
活

す
る

よ
う

国
に

要
望

し
て

く
だ

さ
い

。
介

護
職

員
と

全
産

業
平

均
給

与
と

の
差

（
月

額
約

８
万

円
）

の
解

消
を

図
る

よ
う

、
一

般
財

源
の

活
用

を
都

と
し

て
国

に
要

望
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

人
材

確
保

の
視

点
か

ら
、

介
護

職
員

の
賃

金
を

あ
げ

る
こ

と
が

必
要

で
す

。
人

員
不

足
で

サ
ー

ビ
ス

を
受

け
ら

れ
な

い
状

況
を

一
刻

も
早

く
解

消
し

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

東
京

都
全

域
で

の
人

員
不

足
は

、
国

の
処

遇
改

善
策

を
待

っ
て

い
る

だ
け

で
は

一
向

に
改

善
し

な
い

こ
と

は
明

ら
か

で
、

事
態

は
益

々
深

刻
に

な
る

ば
か

り
で

す
。

千
葉

県
「
流

山
市

介
護

職
員

処
遇

改
善

事
業

」
な

ど
も

参
考

に
し

て
、

東
京

都
も

先
行

し
て

、
介

護
職

員
の

処
遇

改
善

を
は

か
る

施
策

を
実

施
し

て
く
だ

さ
い

。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
高

齢
社

会
対

策
部

　
介

護
保

険
課

）

　
介

護
従

事
者

の
処

遇
改

善
を

実
現

す
る

た
め

に
は

、
交

付
金

制
度

の
よ

う
な

一
次

的
な

財
政

措
置

で
は

な
く
、

事
業

者
の

自
主

的
な

努
力

を
前

提
と

し
た

上
で

、
安

定
的

・
継

続
的

な
事

業
収

入
が

見
込

ま
れ

る
介

護
報

酬
に

お
い

て
対

応
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

と
考

え
て

い
る

。
　

こ
の

た
め

、
都

は
、

国
へ

の
提

案
要

求
の

中
で

、
人

材
の

確
保

等
に

必
要

な
対

策
を

講
じ

る
と

と
も

に
、

良
質

な
介

護
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

と
安

定
的

な
事

業
運

営
が

成
り

立
つ

介
護

報
酬

と
す

る
こ

と
、

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

に
つ

い
て

、
介

護
報

酬
の

基
本

部
分

に
組

み
込

む
な

ど
恒

久
的

な
も

の
と

す
る

こ
と

な
ど

を
求

め
て

い
る

。

第
２

－
３

－
（
１

）
－

エ

「
介

護
・
障

害
福

祉
従

事
者

の
人

材
確

保
の

た
め

の
介

護
・
障

害
福

祉
従

事
者

の
処

遇
改

善
に

関
す

る
法

律
」
が

実
効

あ
る

も
の

と
な

る
よ

う
、

私
た

ち
と

共
に

国
に

要
望

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

国
に

実
施

を
迫

る
た

め
に

も
都

と
し

て
も

先
ん

じ
て

そ
の

趣
旨

に
沿

っ
た

施
策

を
創

設
し

て
く
だ

さ
い

。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
高

齢
社

会
対

策
部

　
介

護
保

険
課

）

　
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

担
う

優
れ

た
人

材
の

確
保

を
図

る
た

め
に

は
、

従
事

者
の

賃
金

を
は

じ
め

と
す

る
処

遇
の

改
善

に
資

す
る

施
策

が
重

要
で

あ
る

。
　

こ
の

た
め

、
都

は
、

国
へ

の
提

案
要

求
の

中
で

、
将

来
に

向
け

た
専

門
性

の
高

い
介

護
人

材
を

確
保

・
育

成
・
定

着
し

て
い

く
た

め
の

総
合

的
な

人
材

対
策

を
確

立
し

、
着

実
に

推
進

す
る

よ
う

、
求

め
て

い
る

。

51



対
都

要
請

に
係

る
対

応
に

つ
い

て
（

都
民

生
活

要
求

大
行

動
実
行
委
員
会
）

d
1 d
2

要
請

番
号

d
3d
4

要
　

請
　

事
　

項
d
3d
4

回
　

　
　

　
答

d
5

第
２

－
３

－
（
３

）
－

イ
人

材
紹

介
会

社
へ

の
紹

介
料

の
支

払
い

の
実

態
な

ど
を

把
握

し
、

介
護

福
祉

士
を

短
期

間
で

退
職

さ
せ

紹
介

料
を

繰
り

返
し

得
る

紹
介

業
者

や
、

紹
介

し
た

介
護

福
祉

士
の

定
着

率
が

著
し

く
低

い
紹

介
業

者
を

 に
対

し
て

、
行

政
機

関
と

し
て

調
査

し
 必

要
な

指
導

・
規

 制
を

行
っ

て
く
だ

さ
い

。

回
答

で
き

ま
せ

ん
（
要

請
内

容
に

対
す

る
所

管
部

署
が

な
い

た
め

）

第
２

－
３

－
（
３

）
人

材
紹

介
会

社
へ

の
多

額
の

紹
介

料
が

発
生

し
な

い
よ

う
策

を
講

じ
て

く
だ

さ
い

。
　

看
護

師
と

同
様

、
介

護
職

員
の

確
保

は
、

雇
用

仲
介

業
者

・
人

材
紹

介
会

社
に

と
っ

て
は

か
っ

こ
う

の
儲

け
の

場
と

な
っ

て
お

り
、

介
護

事
業

所
は

多
額

の
紹

介
料

を
支

払
っ

て
の

人
材

確
保

を
余

儀
な

く

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
生

活
福

祉
部

　
地

域
福

祉
課

）

　
都

は
、

福
祉

職
場

へ
の

就
業

を
促

進
す

る
た

め
、

求
人

情
報

の
収

集
・
提

供
や

福
祉

の
仕

事
に

就
職

し
た

い
方

に
対

す
る

就
職

相
談

・
あ

っ
旋

を
無

料
で

行
う

ほ
か

、
福

祉
の

仕
事

就
職

フ
ォ

ー
ラ

ム
の

開
催

な
ど

に
よ

り
、

事
業

者
支

援
を

行
っ

て
い

る
。

第
２

－
３

－
（
３

）
人

材
紹

介
会

社
へ

の
多

額
の

紹
介

料
が

発
生

し
な

い
よ

う
策

を
講

じ
て

く
だ

さ
い

。
　

看
護

師
と

同
様

、
介

護
職

員
の

確
保

は
、

雇
用

仲
介

業
者

・
人

材
紹

介
会

社
に

と
っ

て
は

か
っ

こ
う

の
儲

け
の

場
と

な
っ

て
お

り
、

介
護

事
業

所
は

多
額

の
紹

介
料

を
支

払
っ

て
の

人
材

確
保

を
余

儀
な

く
さ

れ
、

経
営

を
圧

迫
し

、
既

に
雇

用
さ

れ
て

い
る

職
員

の
処

遇
改

善
の

た
め

に
資

金
が

回
せ

な
い

な
ど

、
悪

循
環

に
陥

っ
て

い
ま

す
。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
高

齢
社

会
対

策
部

　
介

護
保

険
課

）

　
職

場
体

験
の

実
施

や
、

施
設

等
で

働
き

な
が

ら
の

資
格

取
得

の
支

援
の

ほ
か

、
奨

学
金

返
済

相
当

額
の

手
当

の
支

援
、

介
護

職
員

の
宿

舎
借

上
げ

支
援

な
ど

、
介

護
人

材
の

確
保

の
た

め
の

様
々

な
取

組
を

行
っ

て
い

ま
す

。
ま

た
、

今
年

度
か

ら
は

、
介

護
の

未
経

験
者

を
対

象
に

、
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
か

ら
就

業
、

定
着

ま
で

を
一

貫
し

て
支

援
し

、
未

経
験

者
の

介
護

分
野

へ
の

入
職

・
定

着
を

図
る

事
業

を
実

施
し

て
い

る
。

第
２

－
３

－
（
４

）
入

学
者

の
減

少
に

よ
り

、
事

業
継

続
が

困
難

に
な

っ
て

介
護

福
祉

士
専

門
学

校
の

閉
校

が
相

次
い

で
い

ま
す

。
介

護
福

祉
士

を
着

実
に

養
成

し
て

い
く
た

め
に

、
養

成
校

へ
の

財
政

支
援

を
強

化
し

て
く

だ
さ

い
。

回
　

　
答

（
 福

祉
保

健
局

　
生

活
福

祉
部

　
地

域
福

祉
課

）

都
は

、
介

護
福

祉
士

を
着

実
に

養
成

し
て

い
く
た

め
に

、
在

学
中

の
方

向
け

の
修

学
資

金
や

介
護

福
祉

士
国

家
試

験
受

験
対

策
費

用
等

を
無

利
子

で
貸

付
け

る
事

業
を

実
施

し
て

お
り

、
今

後
も

、
局

内
他

部
と

も
緊

密
な

連
携

の
も

と
、

介
護

福
祉

士
の

着
実

な
養

成
に

努
め

て
い

く
。

第
２

－
３

－
（
５

）

介
護

従
事

者
確

保
の

た
め

に
都

は
、

「
就

職
説

明
会

や
学

校
訪

問
型

セ
ミ

ナ
ー

、
教

員
向

け
セ

ミ
ナ

ー
な

ど
に

よ
り

、
福

祉
の

仕
事

が
今

後
の

高
齢

社
会

を
担

う
大

切
な

も
の

で
あ

る
こ

と
を

積
極

的
に

発
信

し
、

都
民

の
理

解
を

深
め

、
社

会
的

評
価

の
向

上
に

つ
な

げ
ま

す
（
第

８
期

高
齢

者
福

祉
計

画
）
」
と

し
て

い
ま

す
。

そ
れ

を
さ

ら
に

充
実

さ
せ

、
庁

内
関

連
部

署
と

も
連

携
し

て
、

小
中

学
校

を
は

じ
め

都
立

、
私

立
高

校
で

の
介

護
職

（
場

）
体

験
や

介
護

従
事

者
や

サ
ー

ビ
ス

利
用

者
と

の
交

流
の

機
会

を
年

々
増

や
す

と
と

も
に

、
高

校
進

路
指

導
教

員
を

メ
イ

ン
と

し
た

教
員

向
け

セ
ミ

ナ
ー

な
ど

を
開

催
し

て
く

だ
さ

い
。

そ
の

際
に

必
ず

「
介

護
職

の
専

門
性

」
に

つ
い

て
説

明
す

る
と

と
も

に
、

修
学

資
金

貸
付

制
度

が
あ

り
、

一
定

の
条

件
を

満
た

し
た

場
合

は
返

済
免

除
と

な
る

こ
と

を
周

知
徹

底
し

て
く
だ

さ
い

。

回
　

　
答

（
 生

活
文

化
ス

ポ
ー

ツ
局

　
私

学
部

　
私

学
行

政
課

）

　
庁

内
で

連
携

し
、

私
立

学
校

に
対

し
て

、
教

員
向

け
セ

ミ
ナ

ー
等

に
関

す
る

周
知

を
図

っ
て

い
る

。
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対
都

要
請

に
係

る
対

応
に

つ
い

て
（

都
民

生
活

要
求

大
行

動
実
行
委
員
会
）

d
1 d
2

要
請

番
号

d
3d
4

要
　

請
　

事
　

項
d
3d
4

回
　

　
　

　
答

d
5

第
２

－
３

－
（
５

）
介

護
従

事
者

確
保

の
た

め
に

都
は

、
「
就

職
説

明
会

や
学

校
訪

問
型

セ
ミ

ナ
ー

、
教

員
向

け
セ

ミ
ナ

ー
な

ど
に

よ
り

、
福

祉
の

仕
事

が
今

後
の

高
齢

社
会

を
担

う
大

切
な

も
の

で
あ

る
こ

と
を

積
極

的
に

発
信

し
、

都
民

の
理

解
を

深
め

、
社

会
的

評
価

の
向

上
に

つ
な

げ
ま

す
（
第

８
期

高
齢

者
福

祉
計

画
）
」
と

し
て

い
ま

す
。

そ
れ

を
さ

ら
に

充
実

さ
せ

、
庁

内
関

連
部

署
と

も
連

携
し

て
、

小
中

学
校

を
は

じ
め

都
立

、
私

立
高

校
で

の
介

護
職

（
場

）
体

験
や

介
護

従
事

者
や

サ
ー

ビ
ス

利
用

者
と

の
交

流
の

機
会

を
年

々
増

や
す

と
と

も
に

、
高

校
進

路
指

導
教

員
を

メ
イ

ン
と

し
た

教
員

向
け

セ
ミ

ナ
ー

な
ど

を
開

催
し

て
く

だ
さ

い
。

そ
の

際
に

必
ず

「
介

護
職

の
専

門
性

」
に

つ
い

て
説

明
す

る
と

と
も

に
、

修
学

資
金

貸
付

制
度

が
あ

り
、

一
定

の
条

件
を

満
た

し
た

場
合

は
返

済
免

除
と

な
る

こ
と

を
周

知
徹

底
し

て
く
だ

さ
い

。

回
　

　
答

（
福

祉
保

健
局

　
生

活
福

祉
部

　
地

域
福

祉
課

）

　
都

で
は

、
福

祉
人

材
対

策
の

一
環

と
し

て
、

「
福

祉
の

仕
事

イ
メ

ー
ジ

ア
ッ

プ
キ

ャ
ン

ペ
ー

ン
事

業
」

や
中

学
生

・
高

校
生

を
対

象
に

し
た

出
張

訪
問

セ
ミ

ナ
ー

の
ほ

か
、

職
場

体
験

事
業

な
ど

の
実

施
を

通
じ

て
、

福
祉

の
し

ご
と

の
魅

力
発

信
や

介
護

職
の

専
門

性
も

含
め

た
役

割
の

重
要

性
に

関
す

る
啓

発
な

ど
に

取
り

組
ん

で
き

た
。

　
令

和
３

年
度

か
ら

は
、

こ
れ

ま
で

介
護

分
野

に
限

定
し

て
実

施
し

て
い

た
教

員
向

け
の

セ
ミ

ナ
ー

を
介

護
以

外
の

他
の

福
祉

分
野

を
含

め
実

施
し

て
い

る
ほ

か
、

介
護

福
祉

士
等

養
成

施
設

向
け

の
説

明
会

等
の

実
施

に
よ

り
、

介
護

福
祉

士
等

修
学

資
金

制
度

の
周

知
に

努
め

て
お

り
、

引
き

続
き

、
様

々
な

機
会

を
通

じ
て

働
き

掛
け

を
行

っ
て

い
く
。

第
２

－
３

－
（
５

）

介
護

従
事

者
確

保
の

た
め

に
都

は
、

「
就

職
説

明
会

や
学

校
訪

問
型

セ
ミ

ナ
ー

、
教

員
向

け
セ

ミ
ナ

ー
な

ど
に

よ
り

、
福

祉
の

仕
事

が
今

後
の

高
齢

社
会

を
担

う
大

切
な

も
の

で
あ

る
こ

と
を

積
極

的
に

発
信

し
、

都
民

の
理

解
を

深
め

、
社

会
的

評
価

の
向

上
に

つ
な

げ
ま

す
（
第

８
期

高
齢

者
福

祉
計

画
）
」
と

し
て

い
ま

す
。

そ
れ

を
さ

ら
に

充
実

さ
せ

、
庁

内
関

連
部

署
と

も
連

携
し

て
、

小
中

学
校

を
は

じ
め

都
立

、
私

立
高

校
で

の
介

護
職

（
場

）
体

験
や

介
護

従
事

者
や

サ
ー

ビ
ス

利
用

者
と

の
交

流
の

機
会

を
年

々
増

や
す

と
と

も
に

、
高

校
進

路
指

導
教

員
を

メ
イ

ン
と

し
た

教
員

向
け

セ
ミ

ナ
ー

な
ど

を
開

催
し

て
く

だ
さ

い
。

そ
の

際
に

必
ず

「
介

護
職

の
専

門
性

」
に

つ
い

て
説

明
す

る
と

と
も

に
、

修
学

資
金

貸
付

制
度

が
あ

り
、

一
定

の
条

件
を

満
た

回
　

　
答

（
 教

育
庁

指
導

部
高

等
学

校
教

育
指

導
課

）

　
都

立
高

校
で

は
、

福
祉

に
関

す
る

学
科

を
設

置
し

、
福

祉
施

設
・
病

院
・
保

育
園

な
ど

で
実

習
や

体
験

学
習

を
行

い
な

が
ら

、
命

の
大

切
さ

を
学

ぶ
と

と
も

に
、

福
祉

・
看

護
に

関
す

る
専

門
的

な
知

識
や

技
術

を
学

ん
で

い
ま

す
。

普
通

科
や

総
合

学
科

に
お

い
て

も
、

選
択

科
目

に
介

護
・
福

祉
に

関
す

る
科

目
を

設
置

し
て

い
る

学
校

も
あ

り
、

介
護

体
験

等
を

経
験

す
る

機
会

を
設

け
て

い
ま

す
。

　
生

徒
の

職
業

選
択

を
広

げ
る

た
め

、
進

路
指

導
部

に
関

わ
る

教
員

に
対

す
る

情
報

提
供

を
強

化
し

、
取

組
の

充
実

を
図

っ
て

い
き

ま
す

。
ま

た
、

福
祉

系
高

校
は

、
東

京
都

社
会

福
祉

協
議

会
か

ら
の

案
内

を
受

け
、

福
祉

系
高

校
修

学
資

金
貸

付
制

度
に

つ
い

て
生

徒
に

周
知

し
て

い
る

。

第
２

－
３

－
（
５

）
介

護
従

事
者

確
保

の
た

め
に

都
は

、
「
就

職
説

明
会

や
学

校
訪

問
型

セ
ミ

ナ
ー

、
教

員
向

け
セ

ミ
ナ

ー
な

ど
に

よ
り

、
福

祉
の

仕
事

が
今

後
の

高
齢

社
会

を
担

う
大

切
な

も
の

で
あ

る
こ

と
を

積
極

的
に

発
信

し
、

都
民

の
理

解
を

深
め

、
社

会
的

評
価

の
向

上
に

つ
な

げ
ま

す
（
第

８
期

高
齢

者
福

祉
計

画
）
」
と

し
て

い
ま

す
。

そ
れ

を
さ

ら
に

充
実

さ
せ

、
庁

内
関

連
部

署
と

も
連

携
し

て
、

小
中

学
校

を
は

じ
め

都
立

、
私

立
高

校
で

の
介

護
職

（
場

）
体

験
や

介
護

従
事

者
や

サ
ー

ビ
ス

利
用

者
と

の
交

流
の

機
会

を
年

々
増

や
す

と
と

も
に

、
高

校
進

路
指

導
教

員
を

メ
イ

ン
と

し
た

教
員

向
け

セ
ミ

ナ
ー

な
ど

を
開

催
し

て
く

だ
さ

い
。

そ
の

際
に

必
ず

「
介

護
職

の
専

門
性

」
に

つ
い

て
説

明
す

る
と

と
も

に
、

修
学

資
金

貸
付

制
度

が
あ

り
、

一
定

の
条

件
を

満
た

し
た

場
合

は
返

済
免

除
と

な
る

こ
と

を
周

知
徹

底
し

て
く
だ

さ
い

。

　
回

　
　

答
（
 教

育
庁

指
導

部
義

務
教

育
指

導
課

）

  
中

学
校

等
に

お
い

て
キ

ャ
リ

ア
教

育
の

一
環

と
し

て
「
職

場
体

験
学

習
」
が

す
べ

て
の

学
校

で
行

わ
れ

て
お

り
、

介
護

施
設

や
福

祉
施

設
等

に
受

け
入

れ
て

い
た

だ
い

て
い

る
事

例
も

多
く
あ

る
。

ま
た

、
従

事
者

か
ら

仕
事

内
容

に
つ

い
て

講
話

を
受

け
る

な
ど

取
り

組
ん

で
い

る
事

例
も

あ
る

。
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2022 年都民生活要求大行動実行委員会（2022 年 10 月 31 日実施） 

東京都に対する要請行動 記録用紙（11/14 締め切り） 
時間帯・分野 
医療・国保関係 

記入者名 
社保協：小川 

 
要請番号 発言・回答の要旨／特徴など ※一問一答ではなく、簡潔に。 

第１－１－（３） 

 

 

 

 

第１－２－（２） 

 

 

 

 

第１－３－（２） 

 

 

 

第１－３－（４） 

 

 
第１－３－（６） 
 
 
 
 
 
 
 

高校生世代の医療費助成制度は、健康管理の重要性を認識し、実施することにした。 
自治体の条例による実施では、助成内容が異なることは認識しているが、一定制限を

設けることは必要。 
都の要望書は、厚生労働省保健局母子保健課に提出した。 
 
都内９病院に対する各圏域の調整会議で出された「現状通り」の結論の東京都保健医

療計画への明記は、９病院も民間病院も含めて調整会議で合意を図っていく。令和６

年からの次回計画期間にどのように盛り込むか検討する。 
 
 
指導検査で平等な扱ができるかでは、通達通り２年に一度の検査を実施し、検査項目

に基づき検査を実施している。昨年４月よりオンライン資格確認ができるようにな

り、資格証にするのかどうかも含め、取り扱いは現在検討中。大きな課題と考える。 
 
都として１８歳までの対象拡大については、国の責任で未就学児だけではなく対象年

齢の拡大を、財源も含めて要望している。 
 
出産手当金の創設は、回答通りで、都としての対応は難しいと考える。 
国に要望するということは、都として必要だからではないのかについて、回答以外の

回答はない。 
 
 
 
 

11 月 14 日（月）までにメール（pc008@chihyo.jp）かＦＡＸ（03-5395-3240）にてお送りください。 
ご協力ありがとうございました。        東京地評・鎌田 
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2022 年都民生活要求大行動実行委員会（2022 年 10 月 31 日実施） 

東京都に対する要請行動 記録用紙（11/14 締め切り） 
時間帯・分野 
医療・介護 

記入者名 
松本 宣行 

 
要請番号 発言・回答の要旨／特徴など ※一問一答ではなく、簡潔に。 

第 1-1-（3） （福祉保健局 保険政策部 医療助成課） 
・昨今のコロナ禍が高校生の世代の健康にも大きな影響を及ぼしており、改めて健康

管理の重要さを認識しています。保護者に対する助成として今回実施した流れになっ

ています。 
・各自治体で異なっている状況は認識しています。高校生等の医療費助成に関しても

子育てを支援する福祉施策の一環として実施しておりますので一定の制限を設ける

ことを必要としております。 
・要望先は厚生労働省の保健局、こども家庭庁です。 

第 1-2-（2） （福祉保健局 保険政策部 医療助成課） 
・東京都保健医療計画に関しては、保険料契約が令和 6 年度から次の計画が始まり、

来年度いっぱいをかけて検討を進めていく現段階ではそこにどのような形で盛り込

まれるのかといったことがあります。内容は検討を進めていきます。 
第 1-2-（3） （福祉保健局 都立病院支援部） 

・確保病床数は感染状況に応じて柔軟に対応していています。多摩総合医療セン

ターの利用率については確保病床数が分母になっていますので、そことの兼ね合

いです。確保病床数ほど患者が入りませんでした。例えば認知症、妊婦、透析と

いった方を積極的に受け入れるのが都立病院の役割で、患者数と職員のバランス

もあります。独法化して人員確保が柔軟にできるようになりましたので、今後そ

ういった対応を進めていきたいと思います。 
第 1-2-（4） （福祉保健局 保険政策部 保険政策課） 

・保健所の設置主体が都道府県等を現状設置しております。多摩地域では八王子

独自に設置しています。患者の情報は要配慮個人情報です。ございまして、そち

らっていうのが実際間であってもなかった情報のやり取りが難しいことが感染症

流行当初はありました。令和 2 年の途中から情報提供を始め、令和 3 年 9 月に国

から通知が出され、個人情報を共有しながら対応していくとなりました。保健所

を設置、未設置で情報格差が出てしまったと認識しています。新興感染症の対応

の中でそういった仕組みを既に構築していくべきだろうと検討されるべきと考え

ています。 
第 1-6-（1） （福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課） 

・令和 2 年度は各施設事業所に対する調査、令和 3 年度は区市町村に対する調査

がなされたと把握しています。 
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第 1-6-（2） （福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課） 
・相談件数は非公表です。相談内容は介護職員から利用者やその家族からのハラ

スメントで困っていて、この仕事を続けていくにあたって非常に悩んでいるとい

った悩み、事業場で管理者に相談をしたけれど相談にのってもらえなかったとい

った内容の相談が多く寄せられています。専門職による傾聴が中心と思います。

一方で事業所管理者からの相談は弁護士が対応しています。法的な観点から契約

解除や解除に向けてどういった方法がとれるのか法的助言をしています。 
第 1-6-（3） （福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課） 

・都の役割は普及啓発、相談窓口の設置、環境作りに重点を置いて取り組んでき

ています。補助制度については確かに使い勝手が悪い制度だと思いますが介護保

険制度の中で複数名訪問の制度もあり、こちらで対応いただくことになります。 
第 1-7-（1）-ア 
第 1-7-（1）-イ～ 
第 1-8-（4）-ウ 

（福祉保健局 都立病院支援部 医療政策医療政策課） 
・状況を把握しているかということですが把握はしています。調剤に関しては課

題があることも承知しています。助成制度は難しいです。外国人医療は制度の狭

間的な部分の補助制度だと思います。声は受け止めますが我々も内容的にわかり

やすい案内など、事業引き続き行なっていきたいと思っています。外国人は制度

の狭間に落ちてしまう方がいることはわかっておりますが、今後も課題として考

えていきます。 
第 2-1-（12） （福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課） 

・調査はありません。 
第 2-3-（1）-イ （福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課） 

・国の方で令和 4 年 12 月に実施する調査ですが、調査結果は令和 5 年 4 月ごろ

に公表予定です。 
2 月から 9 月まで実施している補助金の処遇改善支援補助金において、国の方で

各部の介護サービスに関して、介護報酬にかける交付率というところで、補助金

額を算出する事業です。事業所の職員数が多ければ 9000 円より少ない額になる

ころは出てしまいます。職員に対しては賃金改善に関して障害があった場合には、

しっかり説明・回答するようにというふうに定められております。 
・千葉県流山市で補助事業が実施されています。東京都としては補助金制度とい

う形になってしまうと一時的なものとなってしまいますので、介護報酬の方で適

切な報酬になるように国の方に提案しているところです。 
・国への提案要求は今まで加算の制度で実施されていたので、そうではなくて基

本報酬も見込むものです。現状、複雑な制度になっておりますので、書類の簡素

化であったり、要件を見直すといったところを勘案して要望しています。 
第 2-3-（3） （福祉保健局 生活福祉部） 

（福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課） 
・東京都の福祉人材センターがあり、無料の窓口サービス提供をしていますので、

各種学校に案内をしています。 
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・対象会社については、国の職業安定法に基づきいのことで規制は難しいです。

国の方で介護分野における適正な事業所の基準というチェックリストなども出し

ており、活用してもらえればと考えております。 
第 2-3-（4） （福祉保健局 生活福祉部 地域福祉課） 

・支援等についてはコロナ対策を行った部分に関して、補助のところで返信して

います。 
第 2-3-（5） （福祉保健局 生活福祉部 地域福祉課） 

・中学生高校生向けの福祉の PR は、東京都福祉人材センターの委託事業で講座

をおおむね年間 60 回、少ないときには 50 回ぐらい実施しています。 
 11 月 14 日（月）までにメール（pc008@chihyo.jp）かＦＡＸ（03-5395-3240）にてお送りください。 

ご協力ありがとうございました。        東京地評・鎌田 
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10/14 巣鴨宣伝 30 人で元気に宣伝

ܓܒܑ 

10/25 新宿東

口アルタ前で、25

条宣伝 

 

中央社会保障推進協議会  2022 年 10 月 29 日 22-26 号 
110-0013 東京都台東区入谷 1-9-5 医労連会館 5 階 
電話 03-5808-5344 FAX03-5808-5345 
メール ｋ25＠shahokyo.jp   
HP https://shahokyo.jp/ 

中央社保協ニュース  
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午前中は 

事務所にて

宣伝グッズ 

準備中・・・ 

 

午後 14：00から出陣！！ 

プラスターを使って 

制度の問題点を明らかに 

講師は日本医労連の 

介護担当中執 寺田雄 氏 

介護現場の 

大変な実態をトークセッション形式で 

道ゆく人たちに訴えました 

 

続々と署名が 

集まります 

 

参加は５組合 10名、お疲れさまでした！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿✿✿ 

 

 

 

発行 2022年 10月 24日 

TEL 03-3872-7191 

FAX 03-3876-3173 

東京 

医労連 

No.22

2  

東京医労連 
介護対策委員会 

 

 

Smile and hope for 

Long-term care 

10月 15日(土)14：00から 1時間 JR上野駅広小路

口にて東京医労連介護対策委員会主催で、介護青空学習

会と署名宣伝行動を行いました。介護保険制度改革の内容

と問題点について、道ゆく皆さんにわかりやすく説明し、同

時に介護職員の苦しい労働条件の改善を訴えました。 

介護青空学習会 
＆署名宣伝行動 

✿ 

✿ 
✿ 

✿ 
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10/31 厚労省介護保険部会、会場前で朝宣伝

ܓܒܑ 

 

中央社会保障推進協議会  2022 年 10 月 31 日 22-27 号 
110-0013 東京都台東区入谷 1-9-5 医労連会館 5 階 
電話 03-5808-5344 FAX03-5808-5345 
メール ｋ25＠shahokyo.jp   
HP https://shahokyo.jp/ 
 

中央社保協ニュース  
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給
付

と
負

担
に

つ
い

て
(総

論
)

2
0
2
2
.
1
0
.
3
1
社
保
審

介
護

保
険
部
会

資
料
よ
り

•
介
護
保
険

制
度

は
、

そ
の

創
設

か
ら

2
2
年
が
経
ち
、

サ
ー
ビ
ス

利
用
者

は
制
度
創

設
時
の
３

倍
を
超

え
、
介
護

サ
ー
ビ

ス
の
提
供

事
業
所
数

も
着
実

に
増
加
し
、

介
護

が
必

要
な

高
齢

者
の

生
活
の
支

え
と
し
て
定
着

、
発
展
し

て
き
て
い
る
。

•
一
方
、
高

齢
化

に
伴

い
、

介
護

費
用

の
総
額
も

制
度
創
設
時
か

ら
約
3
.
7
倍

の
1
3
.
3
兆
円

（
令
和
４

年
度
予
算
ベ
ー

ス
）
に
な

る
と
と
も
に
、

１
号

保
険
料
の
全

国
平

均
は

6
,
0
0
0
円

超
と

な
っ
て
い

る
。
2
0
4
0
年
に

向
け
て
、

一
人
当
た
り
給

付
費
の
高

い
年
齢
層
の
急

増
が
見
込

ま
れ
る
中
で
、

高
齢

者
の
保
険
料

負
担

水
準

も
踏

ま
え

た
対

応
が
必
要

と
な
る
。

•
こ
う
し
た

状
況

の
中

で
、

要
介

護
状

態
等
の
軽

減
・
悪
化
の
防

止
と
い
っ

た
制
度
の
理
念

を
堅
持
し

、
必
要
な
サ
ー

ビ
ス
を
提

供
し
て
い
く
と

同
時

に
、
給
付

と
負

担
の

バ
ラ

ン
ス

を
図

り
つ
つ
、
保

険
料
、
公
費
及

び
利
用
者

負
担
の
適
切
な

組
み
合
わ

せ
に
よ
り
、
制

度
の
持
続

可
能
性
を
高
め

て
い
く
こ
と

が
重

要
な

課
題

と
な

っ
て

い
る
。

•
こ
の
よ
う

な
認

識
の

下
、

前
回

の
制

度
改
正
（

令
和
２
年
介
護

保
険
法
改

正
）
に
向
け
た

介
護
保
険

部
会
に
お
け
る

議
論
や
、

全
世
代
型
社
会

保
障

構
築
会
議

に
お

け
る

議
論

、
「

経
済

財
政
運
営
と

改
革
の
基
本
方

針
2
0
2
2
」

（
令
和
４
年
年

6
月
７
日

閣
議
決
定
）
、

「
新
経
済

・
財
政
再
生
計

画
改

革
工
程
表

2
0
2
1
」

（
令

和
３

年
1
2
月

2
3
日
経
済
財

政
諮
問
会
議
）

、
「
歴
史

の
転
換
点
に
お

け
る
財
政

運
営
」
（
令
和

４
年
５
月

2
6
日
財
政
制
度

等
審
議
会
）

等
を

踏
ま

え
、

負
担

能
力

に
応
じ
た
負

担
、
公
平
性
等

を
踏
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令和４年１０月２１日  

 

厚 生 労 働 省 

老 健 局 長  大西 証史  様 

 

公益社団法⼈全国老⼈福祉施設協議会 

会 長  平⽯  朗 

公益社団法⼈全国老⼈保健施設協会 

会 長  東 憲太郎 

公益社団法⼈日本認知症グループホーム協会 

会 長  河﨑 茂⼦ 

⼀般社団法⼈日本介護⽀援専⾨員協会 

会 長  柴⼝ ⾥則 

公益社団法⼈日本介護福祉士会 

会 長  及川 ゆりこ 

日本ホームヘルパー協会 

会長代行 境野 みね⼦ 

全国ホームヘルパー協議会 

会 長  田尻 亨 

全国社会福祉法⼈経営者協議会 

会 長  磯  彰格 

 

 

軽度者への生活援助サービス等に関する在り方について（要望） 
 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

介護予防・日常生活⽀援総合事業（以下「総合事業」という。）は、主に要⽀援者又は基

本チェックリストに基づき判定された高齢者を対象に、要介護状態又は要⽀援状態となる

ことを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう

⽀援することを目的として実施されています。 

⼀方、要介護度 1、2の方は、ＡＤＬが自立している方が殆どである要⽀援者とは異なり、

認知機能が低下し、排泄、着脱、洗身など介護給付サービスがなければ在宅での自立生活が

困難な状態像にあります。要介護度 1、2の方に対する訪問介護、通所介護を目的や対象の

異なる総合事業に移行することは、要介護者に対して、自立⽀援に向けた適切な専⾨的サー

ビスが提供できないことによって、自立を阻害し重度化を招くおそれがあります。さらに、

総合事業の提供体制が十分ではない地域があるなかで、要介護度 1、2の方々を移行するこ
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とは、すでに総合事業を利用している方々にとっても大きな影響を及ぼしかねません。 

また、総合事業のサービス単価が廉価に抑えられることによって、地域包括ケアシステム

を⽀える事業者において、介護職や専⾨職の継続的な処遇改善を困難にするばかりか、採算

が取れず⼈件費を圧縮することや、経営不振で撤退することもあり得、その結果、地域に要

介護者の在宅生活を⽀えるサービスの担い手がなくなる可能性もあります。 

要介護者にとって必要な介護サービスが受けられなくなる見直しは、要介護者本⼈の自

立を阻害するだけでなく、そのしわ寄せが家族介護の負担増となり、介護離職など更なる問

題へと繋がりかねません。地域包括ケアシステムの推進と正反対の結果を招来することが

懸念されます。 

令和元年 12 月 27 日の社会保障審議会介護保険部会による「介護保険制度の見直しに関

する意見」では、軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方について、「総合事

業の実施状況や（略）等を踏まえながら引き続き検討を行うことが適当」とされていますが、

総合事業の実施状況をみると 2018年から 2020年の３年間でほとんど従前相当以外のサー

ビス事業所数が増えておらず、受け皿ができている状況とはいえません。現行の地域⽀援事

業の拡充を図ることが先決であり、総合事業によるサービスの質の効果検証もないまま、総

合事業へ移行する議論は時期尚早であると言わざるを得ません。 

日本の高齢者介護サービスは、医療、介護、行政、住民が力を合わせて、超高齢化を乗り

きるために世界有数のサービス提供体制を整えてきました。このような見直しは、過去の積

み上げを破壊し、医療、介護にかかわる先⼈たちの努力を踏みにじる制度改革であり、介護

保険サービスや要介護認定のあり方など、制度の根幹にかかわる問題を多く抱えています。 

以上のことから、要介護度 1、2の方への訪問介護、通所介護を総合事業に移行する見直

しに反対いたします。 
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令和４年 10月 31日 

 

社会保障審議会介護保険部会 
部会長 菊池 馨実 様  

一般社団法人日本介護支援専門員協会 

一般社団法人全国コープ福祉事業連帯機構 

一般社団法人 

『民間事業者の質を高める』全国介護事業者協議会 

一般社団法人日本在宅介護協会 

認定特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会 

JA高齢者福祉ネットワーク 

                            （順不同）  
居宅介護支援費、介護予防支援費における現行給付の維持継続について 

（要望） 
 

居宅介護支援に係る保険給付については、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準について」（平成11年７月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通

知）において、「介護保険制度においては、要介護者である利用者に対し、個々の解決す

べき課題、その心身の状況や置かれている環境等に応じて保健・医療・福祉にわたる指定

居宅サービス等が、多様なサービス提供主体により総合的かつ効率的に提供されるよう、

居宅介護支援を保険給付の対象として位置づけたものであり、その重要性に鑑み、保険給

付率についても特に10割としているところである。」とされています。 

居宅介護支援を10割給付としている所以である「要介護者である利用者に対し、個々の

解決すべき課題、その心身の状況や置かれている環境等に応じて保健・医療・福祉にわた

る指定居宅サービス等が、多様なサービス提供主体により総合的かつ効率的に提供される」

ことの重要性は、今日の利用者に対しても薄らぐことはありません。 

居宅介護支援・介護予防支援は介護サービスを利用するために行う支援であり、相談援

助を中心に、居宅の要介護者・要支援者が居宅サービス等を適切に利用できるよう、心身

の状況、置かれている環境、要介護者・要支援者の希望等を勘案し、ケアプランを作成す

るとともに、サービス事業者等との連絡調整を行うものです。居宅介護支援・介護予防支

援によってケアプランが作成され、利用者に必要な介護サービスを受ける環境が整い、そ

のケアプランに沿って、各介護サービス事業者等が相互調整を行い効率的に介入すること

で、自立支援の効果が発生します。 
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よって、それに至るための居宅介護支援・介護予防支援は「多様なサービス提供主体に

より総合的かつ効率的に提供される」ためのセーフティネットとして、全ての利用者が公

平に過不足なく支援を受けられる環境を維持していくことが重要です。このことは、介護

保険制度の理念であり、この理念に照らし合わせて、居宅介護支援・介護予防支援におけ

る現行給付の維持継続を要望いたします。 

以上 
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〜オンライン署名：介護保険の負担増に反対します～

2022年9月より、
「家族の会」では、
「介護保険の負担増へ反対する」
署名活動を開始しました。

署名の方法は、「オンライン署名」
または「書面による署名」のいずれ
かの方法でお願いします

署名活動 ＜主な要望項目＞

１ 介護保険の自己負担を原則２割負担にしないこと

２ 要介護１・２の訪問介護・通所介護を地域⽀援事業に移⾏しないこと

３ ケアマネジメントの利⽤者負担導⼊（ケアプラン作成の有料化）をしないこと

４ 介護⽼⼈保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院の多床室（相部屋）室料負担を

新設しないこと

• コロナ禍は、介護のある暮らしを直撃しています。 とりわけ、認知症のある人にとって、生活の

リズムを整えるためにも、安定した介護サービス の利用が欠かせません。感染の拡大は、本人だ

けでなく、介護家族への負担も増大させていま す。 また経済的にも、物価高が続く中、生活費

に加え、介護保険の利用料だけでなく保険外の介護 費用や医療費も重なり、さらに後期高齢者の

医療費負担増も控え、不安が増大するばかりです。 こうした厳しい介護環境に追い打ちをかける

制度改正の動きが進んでいます。
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【要介護１・２の訪問介護・通所介護を地域支援事業に移行】に関して
署名活動・投稿より

• 祖⽗⺟の介護経験者です。要介護1、2の段階が1番大変です。体⼒はあるので、徘徊、妄想、暴⼒、
暴⾔が24時間やみません。介護保険対象外となったら、総倒れは必至です。

• 2014年改正の新しい総合事業および⽣活⽀援体制整備事業でさえも対応できない地域がある。
• 地⽅⾃治体に移⾏されると医療・介護はますます⾃助で︕となり、切り捨てられていくでしょう。
• 今でも要⽀援の総合事業は報酬が低く私達ヘルパーに１時間の時給を払うと事業所としては赤字にな

る。そのため一回のサービスは45分の時給でようやく少し利益が出るそうです。これが要介護1、2
の⼈が総合事業になると、事業所はますます利益を出せなくなり、潰れるところがたくさん出るで
しょう。国は、要介護高齢者は早く死ねと考えているのか。

• 要介護1・2には認知症の⼈も多く含まれる。その介護は素⼈では⼤変だし、仕事などの社会⽣活がで
きなくなり⾦銭的にも負担が⼤きい。

• 要介護2と3の境目は微妙で認定が変わった場合に施設やサービス内容が⼤きく変わるのは利⽤者が⼾
惑う。特に⺠間のサービスが希薄な過疎地での介護は破綻するだろう。

• 要介護1と2の介護サービスが総合事業に移⾏することで、自治体による格差が生じる。
• 家族でみるしかなくなるのか不安です。要介護1,2外しには反対です。

【介護保険の自己負担を原則２割負担】 に関して

• 1割負担でもきつかったのに、2割なんて生活が破綻する。
• 要介護１に該当する認知症の⺟は年⾦暮らしでやっと生活しているのに２倍の負担はあまりに重すぎます。
• 今でもお⾦がなくて介護を頼めない⽅がいます。介護の担い⼿も⾜りない状況で、
介護難⺠が増えていくでしょう。

• 介護度１の認知症親がいます。介護保険で助かる所もありつつ、⾃⼰負担の雑費などもあるので、これ以
上の負担額値上がりは困ります。そして未来の子供にもしわ寄せがいくのも目に⾒えています。

• ３⼈姉妹で認知症の⺟の介護料⾦を払ってきました。特養に⼊った今もです。１割負担で３⼈でなんとか
です。介護サービスを受けられる（負担額を払える）ゾーンを狭めないでください。

• ⺟が昨年認知症の認定を受け要介護2の状態です。デイサービスを利⽤してなんとかなっていますが、
それも負担増で利⽤できなくなるかもしれないとしたら、家族はどうしたらよいのでしょうか。

• 義理の両親の介護をしている者です。少額の年⾦でやりくりをしている⼈にとっては死活問題です。
介護1でも外出すら出来ない状況なのです。⽣きていくのが辛すぎます。

• 介護職員です。ご本⼈はもちろんのこと、ご家族の⽅が今の状態でも苦しい⽅が多くいらっしゃいます。
これ以上負担を増やすとネグレクトなどのDVが蔓延してしまったり、最悪の場合もっとひどい犯罪が拡
がってしまう可能性があります。今を頑張っている⽅たちや保険料、税⾦を納めている未来に関係してく
る⽅たちの⽣活を守ってください。
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【ケアマネジメントの利用者負担導入（ケアプラン作成の有料化）】に関して

• ケアプラン作成有料化も、ありえない話です。⼊口を狭くしないでください。そうでな
くても介護保険を利⽤するまでのハードルは、知らない⼈間にとってとても⾼いです。

• ケアプランはその⽅に合ったプランを考えるものです。有料になると益々利⽤出来にく
くなります。それでなくても認知症の⽅の介護度は⼗分ではありません。

• 病院で働いており、患者さんが住み慣れた家に帰って⽣活するために、介護の⼒が⼤き
いことを実感しています。誰でも気軽に介護サービスにつながれること、特に「とりあ
えずケアマネジャーにつながればなんとかなる」という状況は大切だと感じています。
平和に役⽴たない軍事に莫⼤な税⾦を投⼊するのをやめて、私達みんなが安⼼して⽼後
を送れるように、公共福祉としての介護保険を維持すべきです。

その他の切実な思い

• 厚⽣労働省に署名を提出する際には、どうか私たち賛同者のコメントも同封してください
ませんか︖私たちの切実な声を届けてほしい。

• このままだと、⾃分⾃⾝が、介護が必要になった時、果たして介護保険は利⽤できるのか、
⼤変不安です。

• 安⼼して、歳をとることができない。
• 年⾦収⼊の無い高齢者に、保険料、利⽤料の値上げは、困ります。⾃⽴して⽣活している

高齢者の⽣活を破壊してしまいます。
• 介護保険を取り巻く国⺠の状況を含めて、政治はもっともっとつぶさに当事者の⽴場に

たって、今回のような値上げについて検証すべきです。高すぎて使えないような制度なら、
一体何のためにあるのかわからない。

• ⻑年働いてきて、高齢になったらなぜこんなにイジメられなければならないのでしょうか。
⻑⽣きは罪ですか。
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5

2． 「 後期高齢期」 の家計状況 ｐ 76～

図表 3-6 負担に感じ ている 上位支出項目（ 複数回答）  

順位 支出項目 本調査 全生連 民医連 
１  後期高齢者保険料   64. 8% － － 

２  介護保険料  62. 4% ③33. 9 ②38. 8 

３  消費税   53. 9% － － 

４  医療費   42. 4% ⑤25. 8 ⑤27. 2 

５  食費 37. 6% ①45. 0 ③28. 7 

６  光熱費 31. 5% ②41. 4 ④28. 1 

７  固定資産税 26. 1% － － 

８  国民健康保険料 23. 0% ④31. 9 ①39. 8 

９  交際費 15. 2% ⑦14. 6 ⑦15. 6 

10 交通費 11. 5% － － 

11 介護費 10. 9% ⑧7. 0 ⑨5. 4 

12 親・ 子・ 孫ヘのお小遣い等 9. 1% － － 

13 住宅費（ 家賃・ 住宅ロ ーン ）  5. 5% ⑥21. 8 ⑥17. 9 

14 教養・ 教育費 1. 2% ⑨3. 5 ⑧6. 0 

図表 3-7 過去一年間で経験し た切り つめ・ 滞り 等（ 複数回答）          ％ 

 順位 経験し た事柄 本調査 全生連 民医連 

１  新し い服・ 靴を買う のを控えた 65. 6 ①52. 6 ②32. 9

２  趣味やレ ジャ ーの出費を減ら し た 62. 6 ③41. 9 ③28. 6

３  家族・ 友人・ 知人と の外食を控えた 52. 8 ⑥36. 0 ⑤17. 0

４  交際費を 切り つめた 38. 7 ⑦24. 4 ⑧10. 7

５  理髪店・ 美容院に行く 回数を減ら し た 31. 3 ⑤36. 9 ④18. 5

６  冷暖房の使用を控えた 29. 4 ④38. 1 ⑦14. 0

７  食費を切り つめた 27. 0 ②43. 2 ⑥16. 4

８  どれにも あてはまら ない 14. 1 ⑧16. 8 ①43. 3

９  医者にかかるのを控えた 7. 4 ⑬3. 0 ⑬0. 9

10 電話などの通信料の支払いが滞っ たこ と がある 2. 5 ⑨7. 1 ⑪1. 9

11 家賃や住宅ローンの支払いが滞っ たこ と がある 1. 2 ⑫3. 1 ⑫1. 4

12 金融機関などに借金をし たこ と がある（ 住宅ローン除く ）  0. 6 ⑩7. 0 ⑨4. 8

13 国民健康保険料・ 税の支払いが滞っ たこ と がある 0. 0 ⑪6. 8 ⑦ 3. 3

 

上位にあげら れている費目のベスト ３ は、 後期
高齢者保険料（ 64.8％） 、 介護保険料
（ 62.4％） 、 消費税（ 53.9％） など、 いずれも
社会保険料・ 税と いう 非消費支出

「 後期高齢期」 の緊縮生活の実態

社会的体裁の維持や社会的交流の費用がまずは切り 詰めら
れ、 次に食費の切り 詰めが来ている。 1位から 4位までの比

率が全生連、 民医連の調査に比べて高いのは、 「 後期高齢
期」 の特徴であるだけでなく 、 こ の間のコ ロナ禍の下での
外出自粛などの影響も 大きいと 思われる。

図表 3-10 後期高齢者単身世帯の収入と 支出の平均月額 単位： 円 

 第 1 次調査 65 歳単身無職世帯 75 歳以上単身モデル 

① 収入金額 176, 856 135, 345 年収 200 万円 

  年金 176, 856      120, 470  

② 実支出金額    

ⅰ 消費支出 242， 717 132, 476 162 万円 

  食料 45, 957（ 33. 4）  36, 322( 29. 5 )  42 万円（ 24. 0）  

  住居  58, 053（ 42. 2）  13, 090( 10. 6 )  17 万円（ 9. 7）  

光熱・ 水道 14, 891（ 10. 8）  12, 610( 10. 3 )  16 万円（ 9. 1）  

家具・ 家事用品 - 5, 077( 4. 1 )  5 万円（ 2. 9）  

被服・ 履物 - 2, 940( 2. 4 )  4 万円（ 2. 3）  

保健医療 21, 719（ 15. 8）  8, 429( 6. 9 )  10 万円（ 5. 7）  

交通・ 通信 22, 969（ 16. 7）  12, 213( 9. 9 )  13 万円（ 7. 4）  

教養・ 娯楽 14, 110（ 10. 3）  12, 609( 10. 2 )  17 万円（ 9. 7）  

その他消費支出 65, 018（ 47. 3）  29, 185 ( 23. 7 )  38 万円（ 21. 7）  

   う ち交際費 19, 869（ 14. 5）  13, 369 ( 10. 9 )   

      う ち介護費 45, 149（ 32. 9）  -  

ⅱ 非消費支出 39, 416     12, 271  25 万円 

  税金 19, 985   6, 056   

  社会保険料 19, 431    6, 158   

ⅲ 可処分所得 137, 440( 100. 0 )  123, 074 ( 100. 0 )  175 万円（ 100. 0）  

ⅳ 実支出外支出    

私的保険料 24, 062   

赤字額 ▲105， 277 ▲9， 402 13 万円黒字 

  

2021年11月時点における「 後期高齢期」 の家計について ｐ 81～

「 後期高齢期の」 の単身世帯の家計は、
住居費と 介護費の大き さ によっ て年金収
入だけではまかなえず、 105,277円の赤

字を発生さ せている。 そし て住居費と 介
護費の性格から し ても 2021年11月度の一

時的・ 臨時的な状況と も 思われない。 住
宅が老朽化し ， 介護の必要性の高まっ た
「 後期高齢期」 の家計は基本的にこ のよ
う な構造をも っ ているのである。 こ のよ
う な慢性的な家計の赤字は速いスピード
で蓄えを減少さ せていく こ と になる。 こ
う し て前述のよう に1年前より 6割の世帯
で貯金を減ら すこ と になっ ている。
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事務連絡２２−１４号 
２０２２年１１月２日 

 

「介護保険制度の改善を求める 11.22 署名提出行動」開催のご案内 
 

中央社会保障推進協議会 
事務局⻑ 林 信悟 

 
 

 厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会で「給付と負担」の議論が始まり、「介護保険料の原則２割
化」「ケアプランの有料化」「要介護 1.2 の保険切り捨て」「保険料の対象拡大」「介護施設の大部屋から
も部屋代を徴収する」など給付削減と国⺠負担増が狙われています。介護保険始まって以来の大改悪と
言われ、これまで以上に「保険あって介護なし」の事態が広がり介護を受ける人も働く人も事業者も更
なる困難をもたらします。 
１１月２２日に「介護保険制度の改善を求める請願署名」を提出し通常国会に改悪法案を提出させない
大きなたたかいにしていきましょう。 
 

記 
 
 日 時 2022 年 11 月 22 日（火）12：00〜13：00 

 スケジュール 
  開会あいさつ 
  国会議員挨拶 
  署 名 提 出 
  実 態 報 告 利用者・事業所・労働者 
  行 動 提 起 

 
 提出行動後に厚生労働委員を中心に議員訪問を行います。 
 
 

 場 所 衆議院第 2 会館 第 3 会議室（最大 66 名） 
YouTube での動画配信を行います。 
https://youtu.be/nMdAG8JFxMc 
 
 

以上 
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主催：中央社会保障推進協議会主催：中央社会保障推進協議会

国保改善運動学習交流集会

２０２２年度

2022年12月11日(日)13：30～16：30

無料・完全オンライン開催

基礎講座「国保の歴史と基礎をあらためて学ぼう」
講師：大阪社保協 寺内事務局⻑

実践講座「この春、国保改善へ具体的なたたかい」
講師：愛知県社保協 澤⽥副議⻑

基礎講座「国保の歴史と基礎をあらためて学ぼう」
講師：大阪社保協 寺内事務局⻑

実践講座「この春、国保改善へ具体的なたたかい」
講師：愛知県社保協 澤⽥副議⻑

１９９１年⼤阪社会保障推進協議会⼊局、現事務局⻑
一般社団法人シンママ⼤阪応援団代表理事
【著書】
「『⼤丈夫?』より『ごはん食べよう!』」(2020年日本機関紙出版センター)
「シングルマザーをひとりぼっちにしないために」(共著2017年同)
「検証!国保都道府県単位化問題」(2016年同)
「基礎から学ぶ国保」(2015年同)
「国保の危機は本当か」(2011年同)
「国保広域化でいのちは守れない」(2010年共著かもがわ出版) 他多数

１９７５年から２０１８年まで愛知県保険医協会に勤務。事務局長を歴任。
２００１年から２０１８年まで愛知県社会保障推進協議会事務局次長。
２０２０年から愛知県社会保障推進協議会副議長。（現職）
２０２１年から愛知県国民健康保険運営協議会公募委員（現職）

申込み方法
中央社保協ホームページ会員のページの申し込み
フォームよりお申し込みください。
登録した方にZOOM情報をお知らせします。

https://shahokyo.jp/20221211/

お問い合わせ k25@shahokyo.jp73
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